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      開 議 午後１時 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） ただいまから、本日の会議

を開きます。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 出席議員数は、67人です。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 本日の会議録署名議員とし

てかんの太一議員、脇元繁之議員を指名します。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） ここで、事務局長に諸般の

報告をさせます。 

○事務局長（鈴木和弥） 報告いたします。 

 本日の議事日程、質問順序表は、お手元に配付

いたしております。 

 以上でございます。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） これより、議事に入りま

す。 

 日程第１、議案第１号から第16号まで、第22号

から第28号までの23件を一括議題といたします。 

 昨日に引き続き、代表質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。 

 丸岡守幸議員。 

 （丸岡守幸議員登壇・拍手） 

○丸岡守幸議員 こんにちは。 

 札幌市議会維新・大地の丸岡守幸でございま

す。（「知っています」と発言する者あり）あり

がとうございます。 

 このような高いところに立ちまして、足が震え

るほど緊張しておりますが、本日、質問のお時間

をいただきました。飯島議長並びに皆様に心より

感謝申し上げます。 

 ありがとうございます。（拍手） 

 代表質問に入ります前に、一言、お伝えさせて

いただきます。 

 私ども維新・大地が札幌市議会において会派を

結成してから５か月近く経過いたしました。この

間、臨時市議会、第２回定例市議会、そしてまた

常任委員会、特別委員会と議論をさせていただき

ましたが、市長をはじめ、市の理事者の方々の答

弁をお聞きしていますと、どちらかというと、こ

ういうことだからできないとか、困難であるから

できない、そういった理由を聞くことが多いよう

な感じがしております。 

 我が会派としても、決して無理難題を申し上げ

ているわけではございませんし、お尋ねしている

わけでもございません。市民生活の一層の向上を

目指すということでは、市長も私ども会派も同じ

気持ち、いわば一心同体でございます。したがい

まして、なかなか難しいと思われる事柄でも、ど

のようにしたら実現することができるかというこ

とを常に念頭に置き、お互いに創意工夫を凝らし

ながら議会での議論を重ねてまいりたいと考えて

おりますので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、まず、税財政問題とアクションプラ

ン2023につきましてお尋ねをいたします。 

 本議会に提案されました令和４年度一般会計に

係る決算の状況を拝見しますと、歳入面では、コ

ロナ禍を経た地域経済の回復や市街地再開発事業

の進展などによって、個人市民税や固定資産税・

都市計画税を中心とした市税収入は、前年度決算

比で130億円の増加、3,476億円と過去最高額に達

しております。 

 また、札幌市における歳入の面で大きなウエー

トを占める地方交付税も、予算額を23億円ほど上

回る規模で確保することができたほか、北海道新

幹線の用地の売払いなどの財産収入を約190億円

も計上することができたとのことでございます。 

 一方の歳出面におきましては、前年度より市債

償還のための公債費を大幅に削減できたほか、保

健福祉費をはじめ、各費目全般にわたり予算執行

面で節約に努めたとのことでございます。 

 この結果、令和５年度への繰越分を除いて、実

質68億円の決算剰余金が生じて、その半分を財政
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調整基金に積み立てたため、札幌市の財政調整基

金の残高は314億円と、過去最高であった令和２

年度末の319億円に次ぐ規模に達しております。 

 こうした状況を受けて、札幌市の主要な財政指

標を見てみますと、実質公債費比率や将来負担比

率を基にした健全化判断比率は、政令市20市の中

で引き続き健全な水準を保っているとのことでご

ざいます。 

 そうした中で、市長は、先般、2023年度からの

今後５年間を見据えた第２次札幌市まちづくり戦

略ビジョンのアクションプラン2023を策定し、そ

の概要を公表されました。 

 大きな四つの柱、すなわちバリアを取り除くと

ともに、全ての人の利便性向上に向けたユニバー

サル、生涯を通じた健康づくりや社会参加の場の

充実に向けたウェルネス、スマートシティの推進

や産業競争力の強化、雪を利活用する取組の推進

などを目指すスマート、そして、結婚や出産を望

む市民の希望を実現し、住み続けたくなる取組の

推進を目指す人口減少緩和の分野横断的な施策体

系の下に、子ども、若者など八つの具体的なアク

ションプラン600事業を提示されました。 

 事業費総額１兆7,854億円に上る壮大な計画で

ございます。どの施策、事業とも、秋元市政のこ

の任期中はもちろん、次なる100年を見据えつ

つ、もっと輝き続ける札幌、これを目指したもの

と受け止めておりますが、とりわけ札幌市も人口

減少の社会に突入している中で、それを食い止

め、子どもたちが、そして若い世代が札幌の将来

に夢を持って住み続けたいと思えるような子育て

支援策の拡充は何より重要であると考えます。 

 この子育て支援策として、市長は、子ども医療

費の助成対象を高校３年生まで拡大するととも

に、第２子以降の保育料を年収や兄弟姉妹の年齢

差にかかわらず無償化する方針を打ち出しておら

れますが、総額68億円に達するこれらの支援策

は、我が会派としても強く求めてきた政策である

だけに、市長の英断を高く評価させていただきた

く存じます。 

 ちなみに、この子ども医療費助成の拡大は、34

年間にわたって私は医薬品業界で勤務しておりま

したが、その私の経験から、議員、すなわち政治

家の道を目指すことになったきっかけの一つでも

ございます。 

 この医療費助成の拡大に向けて、これまでご尽

力いただいた先輩議員の皆様、そして関係職員の

皆様、何より秋元市長に、この場をお借りいたし

まして厚く御礼を申し上げます。 

 ありがとうございます。先輩方、ありがとうご

ざいます。 

 ただ、市長が発表された子育て支援策の中で一

つだけ申し上げたいのは、市長は、公約の中で学

校給食費への公費負担をさらに拡大したいと述べ

られておりました。そこで、我が会派としまして

も、このアクションプランに給食費無償化への道

がどのように組み込まれるのか、大いに関心を抱

いていたところでございます。 

 しかしながら、市長が示されたのは、昨今の物

価高騰を踏まえ、子育て世帯への支援として学校

給食費の負担軽減を継続しますとのことでありま

した。つまり、食材費が上がっても給食費の値上

げはしないということだと思いますが、無償化に

ついて尋ねられた市長は、学校給食費に係る公費

負担を拡大するとした公約との関係について、学

校における冷房施設の設置を優先したためと説明

されております。 

 札幌市における学校給食費の無償化には、毎年

60億円以上の財源が必要との試算があり、大きな

財政負担を伴うものであることは我が会派としま

しても十分承知しておりますが、冒頭で述べまし

たように、札幌市の財政は、政令市の中でも比較

的健全度を保っているということで、力強さを蓄

えているものと認識しております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 税収が比較的好調で、財政調整基金などの大き

な蓄えがある今だからこそ、学校給食費の無償化
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に段階的にでも取り組み、子ども医療費の助成対

象も拡大、保育料の無償化と相まって、子育て支

援の３本柱として、それを異次元とか次元の異な

るとまでは言いませんが、秋元カラーとして鮮明

に打ち出していくべきであると思います。いかが

か、お伺いいたします。 

 次に、札幌ドームの活用促進策についてお尋ね

いたします。 

 プロ野球日本ハムファイターズの本拠地が、今

シーズン、札幌ドームから北広島市のエスコン

フィールドに移転しておよそ半年が経過いたしま

した。ほかに類を見ないというエスコンフィール

ドの施設・設備や集客力について注目が集まる一

方で、日本ハムの移転によって使用料収入が激減

することとなる札幌ドームの運営は一体どうなる

のか、かねてより、市民の間から心配する声が上

がっておりました。 

 そこで、札幌市は、昨年度予算でおよそ10億円

を投資して、施設のハーフ使用、すなわち新モー

ド仕様にしてイベント誘致をしやすいよう措置し

たところでございます。 

 しかし、去る９月10日のラグビーワールドカッ

プ2023フランス大会のパブリックビューイングで

の使用はあったものの、この新モードは苦戦続き

の状態と聞いておりますので、今後、いろいろな

使い方をアピールして札幌ドームがもっともっと

利用されるように努力するべきであると考えま

す。 

 私は、プロ野球では前身の大洋ホエールズから

の横浜ベイスターズファンでありますが、ここで

少し振り返って北海道日本ハムファイターズにつ

いて申し上げますと、平成16年に本拠地を北海道

に移して以来、５回のリーグ優勝と２度の日本一

を成し遂げております。そして、その活躍の場は

札幌ドームであったわけですから、いわば札幌

ドームは、今日のファイターズの育ての親、育て

の場とも言うべきで、日本ハム球団としてその親

への恩返しの気持ちがあってもよいのではないだ

ろうかと思うのであります。 

 こうした経緯を踏まえますと、札幌ドームの稼

働率を少しでも上げる上では、新庄監督の来季の

継続も決まりましたし、この日本ハムファイター

ズの試合を、年間10試合とは言いませんが、数試

合開催してもらえましたらと願っているのは私だ

けではありません。 

 我々市民は、雪で閉ざされた冬の間も含めて、

一年を通じてスポーツやイベントのできる施設を

夢見て札幌ドームを形にしたのであり、札幌市民

のみならず、広く道民にとっても誇れる施設でご

ざいます。 

 それどころか、先般、札幌ドームでワールド

カップフランス大会に向けてラグビーの日本代表

戦が行われた際に、あのサモアのチームから、す

ばらしい施設だ、このドームをそのままサモアに

持って帰りたいと絶賛されたほどの施設なのでご

ざいます。 

 しかしながら、正直申し上げて、日本ハムファ

イターズ関係の営業収入がおよそ３分の１を占め

ていた札幌ドームにとって、赤字経営を回避する

ことはなかなか難しいのではないかとも思われて

おります。 

 そうした中で、この10月には高校ラグビーの全

道大会決勝と高校野球の全道大会が、さらには、

11月には全国高校サッカー選手権北海道予選の決

勝戦が、いずれも初めて札幌ドームで開催される

ことになりました。 

 ちなみに、昨日から高校野球の札幌地区大会の

秋季大会が始まりましたが、先日、朝の街頭演説

の際に、ある野球部の高校生の生徒さんが札幌

ドームで試合がしたいですと気合満々で話してく

れました。やはり、高校球児にとっても札幌ドー

ムの全道大会は魅力的で大きな目標になっている

ようでございます。 

 また、これらに加えて、今後、大学・社会人野

球などアマチュアスポーツの積極的な誘致や、日

本ハムファイターズを含むプロ野球球団の主催試
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合の開催、さらには、冬場における文化芸術、音

楽系のイベント開催によって札幌ドームににぎわ

いを取り戻すことは、十分に可能であると考える

わけでございます。 

 そこで、お伺いいたします。 

 これからの札幌ドームの運営は、数字と心の両

面で市民・道民の理解、応援が得られるよう、仮

に赤字であっても施設のにぎわいを取り戻す、市

民・道民にとっての心の黒字化を目指す方向にか

じを取り、汗をかいていくべきと考えますが、株

式会社札幌ドームの大株主である札幌市の市長は

この点についてどのようにお考えか、お聞かせく

ださい。 

 次に、宿泊税の導入についてお伺いいたしま

す。 

 さきの第２回定例市議会の代表質問において、

宿泊税の導入を尋ねられた際、市長は、宿泊業界

の皆さんのご意見を伺いながら、制度の内容や導

入時期、導入後の活用方法などを検討していきた

いと答弁されております。 

 その後、北海道が今年８月に３年半ぶりに宿泊

税に係る有識者懇談会での議論を再開し、税額に

ついては、１人１泊200円での検討を提案する意

見も出て、全体的に税額を引き上げるべきだとい

う方向性が打ち出されました。これは、コロナ禍

前の令和２年２月の懇談会では、１人１泊100円

の課税を念頭に議論がなされておりましたが、人

手不足への対応や観光施設の充実に生かすべきと

の考えから、この８月の懇談会では、段階的定額

制の導入も視野に置きつつ、課税ベースを引き上

げる動きとなったものと理解しております。 

 こうした中で、前回の懇談会から僅か１か月後

の去る９月14日の懇談会での場で、道側が宿泊料

金に応じて100円から500円の幅で段階的に徴収す

る案を提示いたしました。この道の試算により、

年間60億円規模の税収額になるとのことでござい

ます。 

 この新たな税の活用方法については、基金を設

けて毎年度の観光事業費に充てるほか、毎年度、

一定額を基金に積み立てて、大災害や感染症によ

るパンデミックなど不測の事態に備えておきたい

とのことでございます。 

 ただ、基金の設置は、とにかく予算の執行面が

見えづらいとの指摘があるほか、年間60億円もの

税を徴収しておきながら、その一部を貯金してお

くというのは、幾ら将来の危機対応に備えている

こととはいっても、納税者には理解しがたい面が

あるのではないかと思います。 

 そして、この道の宿泊税導入に向けた一番の問

題は、札幌市をはじめ、函館市や小樽市、富良野

市など、宿泊税導入に向けて検討を進めている関

係自治体との協議が十分になされないまま、道主

導で新税導入の動きが加速していることでござい

ます。 

 これに対して、札幌市の担当局長が９月14日の

道の懇談会にオブザーバーとして出席した際に、

税収規模が先行して議論されていることに危機感

を示し、今後、市町村との合意がなされるよう丁

寧な議論を求めたことは正論であったと考えま

す。なぜなら、道が設定しようとしている宿泊税

のレベルがどのようなものになるかによって、北

海道観光の主要エリアであり、またビジネス客の

多い札幌市が受ける影響がとても大きいからでご

ざいます。 

 ところで、我が会派としましても、全国的な課

題として大きな関心を寄せているのが、都道府県

という広域自治体と市町村という基礎的自治体の

二重行政の問題でございます。その点からします

と、宿泊税の議論を進めるに当たりましても、そ

の使い道が道と札幌市で重複するようなことが

あってはならないと考えます。 

 そこで、質問ですが、今後における宿泊税導入

の検討に当たり、札幌市と道との役割分担につい

てどのようにお考えかをお伺いいたします。 

 次に、ふるさと納税についてお伺いいたしま

す。 
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 自分の出身地やゆかりのある地域を応援する制

度として、平成20年度にふるさと納税制度がス

タートいたしました。寄附する自治体を自由に選

ぶことができる上に、返礼品として地場産品など

をもらうことができ、納税額は年々増え続け、全

国ベースでの令和４年度における寄附の総額は

9,654億円に達しております。 

 しかし、このふるさと納税は、制度の問題が表

面化し、今、大きな曲がり角に立っていると言っ

ても過言ではございません。それは、このふるさ

と納税制度が寄附金の５割以下で返礼品の調達費

用や広報費用を賄い、残りは自治体の収入になる

仕組みとなっているものの、納税額を増やそうと

自治体間での返礼品競争を招き、仲介サイトによ

る返礼品のカタログショッピングと化している側

面があるからでございます。 

 この制度のゆがみを端的に表しているのが近年

における寄附額ランキングで、令和３年度、４年

度ともに宮崎県の都城市をトップに、北海道の紋

別市、根室市、白糠町、大阪府の泉佐野市がトッ

プ５に名を連ねており、ご存じのように、これら

の自治体は熟成ブランド牛やカニ、ホタテなどの

地場産品で全国的に名をはせ、こうした返礼品が

納税意欲をそそる形となっていると考えざるを得

ません。 

 そうした中で、令和４年度における札幌市への

ふるさと納税の状況を見ますと、寄附総額は17億

4,000万円となっております。その一方で、札幌

市が自分の故郷などの自治体にふるさと納税した

ことによる市民税控除額、言い換えますと市民税

の減収額は64億7,000万円にも上っております。

この減収分の75％に相当する48億5,000万円が地

方交付税で穴埋めされておりますので、差引き１

億2,000万円ほどのプラスになっておりますが、

寄附額の半分が返礼品等の経費で消えてしまいま

すから、札幌市の場合、このふるさと納税による

収支は、実質的に赤字となっているのが実態でご

ざいます。 

 一方、毎年、ふるさと納税で全国の上位に名を

連ねる紋別市の場合、令和４年度のふるさと納税

額は194億円にも上っております。紋別市の一般

会計の規模は420億円ほどで、寄附額はその半分

近くを占めておりますから、この額がいかに大き

いものであるかが分かります。 

 そして、このようにふるさと納税額が多額で財

政面が豊かになると、地方交付税が大きく減って

いるかといいますと、決してそうはなっておりま

せん。それは、ご存じかと思いますが、ふるさと

納税で寄せられたお金は、自治体の歳入として

は、税収ではなく、寄附金の扱いになりますの

で、地方交付税を算定する上での基準財政収入額

には算入されないためなのでございます。国は、

紋別市のように、市税収入の何倍もの寄附を受け

ている自治体に、その寄附額とは全く関係なしに

地方交付税を交付し、その一方で、横浜市や名古

屋市、大阪市など、ふるさと納税で住民税が減収

になった自治体には交付税で穴埋めするという、

余分に税金を投入するような措置を講じているこ

とになります。 

 このふるさと納税のゆがみを是正するため、総

務省は、来月、10月から返礼品に係る経費の基準

などの見直しに乗り出すとのことでございます。 

 そこで、質問でございますが、市長は、このふ

るさと納税制度について、現在、どのような認識

を持っておられますか。 

 返礼品の中身をよくして納税額を増やすといっ

たことではなく、純粋にふるさとを応援するため

の制度であるならば、その返礼品は感謝の気持ち

を表す程度のものにすべきであると思いますがい

かがか、お伺いいたします。 

 また、このふるさと納税制度が自治体間で財政

構造に大きなゆがみを生じさせ、とりわけ大都市

に多大の不利益をもたらしている側面があるとす

れば、指定都市市長会として、早急にそれを改め

ていく行動に出るべきと思いますが、市長のお考

えをお示し願います。 
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 次に、学校の冷やし方改革についてお伺いいた

します。 

 今年の北海道は、真夏日が40日以上連続したほ

か、最高気温が35度以上の猛暑日も全国各地で続

出し、道内の６月から８月にかけての平均気温

は、平年に比べて３度も高かったと言われており

ます。また、札幌市におきましても、８月に中央

区で22日間、手稲区で23日間の真夏日を記録した

ほか、猛暑日も中央区と手稲区で３日間を記録す

るなど、まさに記録ずくめの猛暑でありました。

このため、熱中症で搬送される人が相次いだほ

か、学校でも猛暑のために授業時間を午前中で切

り上げるといった対応を余儀なくされるなど、ま

さに沸騰するような夏であったと言えます。 

 したがいまして、高齢者はもちろん、子どもた

ちにとっても酷暑の夏であったと思われますが、

市長は、このたびのアクションプラン2023におけ

る子ども・教育施策の中で、来年度からの４年間

で、市立の幼稚園や小・中学校、高校など全学校

施設の普通教室などにルームエアコンを整備する

ほか、18の公立保育所のうち、エアコンが未整備

状態の13施設とミニ児童会館にもルームエアコン

を整備すると発表されました。 

 そしてまた、学校でのルームエアコンの整備に

は時間を要することとなるために、緊急対応とし

て、本年度中に全学校の保健室にルームエアコン

を整備するための補正予算措置を講じられたほ

か、来年度には移動式エアコンを約4,000教室に

配備するとのことでございます。 

 この学校をはじめとする子ども関連施設へのエ

アコン整備につきましては、子ども医療費の助成

対象拡大や保育料の無償化拡大といった施策と併

せて、秋元市長の子ども施策への熱く強い思い入

れがひしひしと感じられるのでございます。 

 そこで、私ども会派は、実際に学校現場の声も

聞いた上で、学校の冷やし方改革として、２点お

伺いしたいと思います。 

 １点目は、緊急対応として、来年度に導入する

予定の移動式エアコンについてでございます。 

 今年、各学校では、扇風機を小まめに配置した

り、外気温が高過ぎるときは窓を閉め切って遮光

カーテンで室温を上がらないようにしたりと、暑

さ対策として様々な工夫を凝らしておられまし

た。一方、移動式エアコンは、取り付けたホース

から排熱するため、猛暑の中でも窓を開ける必要

があり、今年のような気温35度以上の猛暑日で

は、逆に窓から熱風が入り込んできて、使いづら

いといった声が聞こえました。さらに、近年は、

教室の廊下側の壁を取り払ったワークスペース方

式の教室が増えているため、移動式エアコンで

は、室温低下の効果はさほど感じられないとの声

も聞いているところでございます。 

 そうした中で、ルームエアコンが整備されるま

での緊急対応として、普通教室など約4,000教室

に移動式エアコンの導入を進めるということです

が、この事業費は約２億円に上ると見込まれてい

るため、本格的にルームエアコンが装備された

後、移動式エアコンが無駄にならないよう配慮す

ることが重要であると考えます。 

 そこで、学校冷やし方改革の１点目としてお伺

いいたします。 

 緊急対応として、来年度に予定している移動式

エアコンの導入に当たりましては、学校現場の声

も取り入れつつ、その必要性と効果を十分に吟味

しながら進めるべきと考えますがいかがか、ご見

解をお示し願います。 

 学校の冷やし方改革に関する質問の２点目は、

屋内運動場、体育館への冷房設備の整備について

であります。 

 このたびのアクションプランにおける学校施設

冷房設備整備事業では、屋内運動場はその対象に

はなっていないとのことでございます。しかし、

屋内運動場は、時には激しい運動を伴う場所であ

り、また、時には地域の避難場所として今年の夏

のような猛暑の中で市民の方が避難を余儀なくさ

れる場合も十分にあり得るため、冷房設備の導入
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は不可避と考えます。 

 屋内運動場への冷房設備の整備に当たりまして

は、校舎と同様に、文部科学省の学校施設環境改

善交付金、こちらを利用することになると思いま

すが、この補助制度は建物に断熱性があることが

要件とされており、札幌の市立学校の場合は屋内

運動場も断熱化されているため、本州の学校と比

べましても国の援助を受けやすく、整備に当たっ

てのハードルは比較的低いものではないかと思わ

れます。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 今後、屋内運動場につきまして、国の補助制度

を十分に活用して冷房設備の整備を進めていくべ

きと考えますがいかがか、お伺いいたします。 

 最後に、学校トイレの整備の在り方についてお

伺いいたします。 

 今年６月、地元新聞の読者の声の欄に、学校ト

イレに関して、札幌市内の小学校女性教諭の声が

寄せられておりました。それは、小さい頃から洋

式のトイレで育った子どもたちが安心して学校の

トイレを利用できるよう、洋式トイレの完全設置

を願うものでございました。 

 今や、一般家庭のトイレは洋式が主流となって

いるため、学校でも洋式トイレを使いたい子が大

半であるにもかかわらず、入学したばかりの１年

生の教室があるフロアのトイレがほとんど和式ト

イレであるため、子どもたちは、僅かな休み時間

の間に、和式トイレを使わず、洋式トイレの前に

並んでいることも多いとのことでございました。 

 そこで、市教育委員会に確認してみましたとこ

ろ、学校のトイレについては、文部科学省の基準

があって、男子トイレ、女子トイレごとに何人に

１台設置すべきとされているとのことでございま

す。そして、札幌市の小・中学校の場合、どの学

校も洋式トイレと和式トイレの比率はおおむね６

対４となっていて、この洋式トイレ６割という範

囲内で文部科学省のトイレ設置基準は満たしてい

るとのことでございました。 

 しかしながら、先ほどご紹介した現場教員の声

にもありますように、学校全体では洋式トイレの

数が十分であっても、フロアによっては洋式トイ

レが少ないために、子どもたちに不自由な思い、

つらい思いをさせていることもあるのではないか

と考えます。 

 私が小学校低学年の女子児童から聞いた話です

が、和式トイレの場合は、かがむとスカートなど

が床について汚れやすいので、嫌だと言っており

ました。また、私の選挙区である東区では、比較

的大規模な学校が多いために、洋式トイレをもっ

と増やしてほしいという切実な声も寄せられてい

るところでございます。 

 ただ、学校のトイレを全て洋式化していいかと

いうと、必ずしもそうとは言い切れない面がござ

います。ほかの人が座った洋式トイレは使いたく

ないとか言うお子さんもいるでしょう。保護者か

ら聞いた話ですが、公園のトイレやキャンプ場の

トイレは和式トイレがほとんどなので、子どもた

ちにとって、和式トイレを経験しておくという意

味では和式トイレは完全になくさないほうがいい

というご意見もございました。 

 そこで、お伺いいたします。 

 近年の子どもたちの育ち方からすると、学校全

体で十分な数の洋式トイレを整備していくべきと

いう声がある反面、和式トイレも残しておくべき

という考えもありますが、今後におけるトイレ整

備に当たっての市教育委員会の考え方をお示し願

います。 

 次に、誰でも使えるトイレについてお伺いいた

します。 

 先日、我が会派全員で東区の本町小学校を訪問

させていただきました。改築したばかりの小学校

で、壁や床に木をふんだんに使った造りや玄関部

分の徹底したバリアフリー化、ゆったりとした職

員室など、何もかもが新しく、様々な工夫を凝ら

して造られたことがかいま見えた中、あるトイレ

を紹介されました。 
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 トイレの前のスペースに入りますと、青い人型

マークが表示された男子トイレと赤い人型マーク

が表示された女子トイレが配置され、そのすぐ隣

のみんなのトイレと表示された部分には、車椅子

利用者も使える広めのトイレが用意されておりま

した。そして、もう一つ、緑の人型マークが二つ

並ぶ形で表示され、自然に男女が関係なく使える

ような配慮がされた男女共用トイレも設置されて

おりました。利用者の状況に応じた選択肢が用意

されていて、まさしくみんなが使えるトイレ、誰

でも使えるトイレと言えるものでございました。 

 近年は、バリアフリー法改正に伴って社会イン

フラのバリアフリー化が加速しており、全国的に

バリアフリートイレの整備が進められているとこ

ろですが、私立の大学や民間の事務所ビルなどで

は、性的マイノリティーに配慮した男女共用トイ

レが設置された先進的な取組もあると聞いており

ます。 

 この本町小学校における取組は試行的なものだ

と聞いてはおりますが、学校現場において、今後

は性的マイノリティーとトイレ使用の問題が顕在

化してくることも考えられますので、学校の改築

を契機として、バリアフリートイレとともに、男

女共用トイレの設置に先駆的に取り組んだ市教育

委員会の姿勢には敬意を表させていただきたいと

思います。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 今後、学校の新・改築なりリニューアル改修を

進めていくに当たりまして、このように誰でも使

えるトイレをぜひご用意していってはどうかと考

えますが、市教育委員会の考えをお伺いいたしま

す。 

 以上で、私の代表質問の全てを終わらせていた

だきます。ご清聴、誠にありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（飯島弘之） 答弁を求めます。 

 秋元市長。 

○市長（秋元克広） 全体で６項目にわたり、ご

質問をいただきました。私からは、大きな１項目

めの税財政問題とアクションプラン2023につい

て、そして、３項目めの宿泊税の導入についてお

答えをさせていただきます。その余のご質問に対

しましては、担当の町田副市長、石川副市長、教

育長からお答えをさせていただきます。 

 まず、１項目めの税財政問題とアクションプラ

ン2023についてお答えをいたします。 

 子育て世帯への負担軽減は、少子化対策の観点

からも非常に重要なことだと認識をしております

が、多額の財政負担、とりわけ独自財源を伴うも

のでありますことから、財政運営への中長期的な

影響を見極めた上で、施策の優先順位を判断する

ことが必要と考えております。 

 アクションプラン2023の策定に当たりまして

は、今後30年間の財政収支の推計を行った上で、

この夏の歴史的な猛暑を踏まえた学校への冷房設

備の整備を優先するとともに、学校給食におきま

しては、収束の見えない物価高騰を考慮し、食材

費の一部について公費による負担軽減を継続する

としたところであります。 

 学校給食費の負担軽減につきましては、国の支

援措置や本市の財政状況、さらには物価上昇の動

向などを見極めた上で、毎年度の予算編成の中で

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３項目めの宿泊税の導入についてお答え

をいたします。 

 宿泊税の導入に当たりましては、基礎自治体と

広域自治体がそれぞれの役割を担いながら、札

幌、北海道の観光振興が効率的に図られるよう検

討を進めていく必要があるものと認識をしており

ます。 

 本市は、これまで、観光資源の磨き上げなど

様々なコンテンツの充実や、観光客の受入れ環境

の整備など、基礎自治体が果たすべき観光地とし

ての魅力向上に努めてきたところであり、この役

割は今後も変わらないものと考えております。 

 一方、北海道に対しましては、デジタル技術を
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活用した観光客の行動履歴等の分析や、交通拠点

と観光地及び観光地間の交通のシームレス化な

ど、複数市町村にまたがる施策の充実を期待して

いるところであり、今後は、札幌市が果たすべき

役割と北海道に期待する役割を示しながら、適切

な役割分担と効率的な連携ができるように求めて

まいりたいと考えております。 

 私からは、以上です。 

○議長（飯島弘之） 町田副市長。 

○副市長（町田隆敏） 私からは、大きな４項目

め、ふるさと納税についてお答え申し上げます。 

 そのうち、１点目、ふるさと納税に対する認識

についてでございますが、ふるさと納税制度は、

寄附を通じて生まれ育ったふるさとなどに貢献で

きる仕組みであり、一定程度、地方に寄附が偏る

性質を持つものと認識するところでございます。 

 一方で、多額の財源が流出してしまうことは、

財政運営上、好ましい状況ではないと考えてお

り、札幌市では、シティプロモートの観点から旅

行クーポンなどを返礼品とすることにより、寄附

の獲得に努めているところでございます。 

 過度な返礼品競争は望ましいものではございま

せんが、今後もこうした返礼品を活用し、経費も

含めた実質的な収支の均衡を図ってまいりたいと

考えるところでございます。 

 次に、２点目、指定都市市長会を通じた制度見

直しに係る要望活動についてでございますが、指

定都市市長会では、ふるさと納税により都市部に

おける税収減が非常に大きくなっている現状を是

正すべく、これまでも税額控除の上限を設けるこ

となど、制度の見直しを国に要望しているところ

でございます。 

 札幌市といたしましても、制度本来の趣旨が自

治体の財政状況に大きなゆがみを生じさせること

なく実現されるよう、引き続き見直しを求めてま

いります。 

 私からは、以上でございます。 

○議長（飯島弘之） 石川副市長。 

○副市長（石川敏也） 私から、大きな２項目

め、札幌ドームの活用促進策についてご答弁を申

し上げます。 

 札幌ドームにつきましては、現在、日本ハム

ファイターズ移転後の収益確保に向けまして、プ

ロスポーツやコンサート、展示会などのイベント

誘致、自主イベントの開催等に取り組んでいると

ころでございます。また、アマチュアスポーツ大

会の開催や、日常的なスポーツの場としての活用

も積極的に進めていくことに加えまして、周辺地

域をスポーツ交流拠点として整備していく中で、

多くの市民が集い、楽しんでもらえる空間を実現

したいと考えているところでございます。 

 今後も、全天候型多目的施設であります札幌

ドームの特徴を生かしまして、一年を通してス

ポーツやイベントを行える施設として市民から愛

される札幌ドームを目指してまいります。 

 以上であります。 

○議長（飯島弘之） 檜田教育長。 

○教育長（檜田英樹） 私からは、大きな５項目

め、学校の冷やし方改革について、そして、６項

目め、学校トイレの整備の在り方についてお答え

をさせていただきます。 

 まず、学校の冷やし方改革についてであります

が、その１点目、移動式エアコンの必要性及び効

果についてでありますが、移動式エアコンにつき

ましては、大きな工事がなく、簡単に導入でき、

熱中症予防にも一定の効果があることから、令和

２年度から導入を進めております。今後、普通教

室などへのエアコン整備を進めてまいりますが、

整備が完了するまでの間も、今年のような猛暑と

なることを想定し、引き続き、移動式エアコンに

よる対応は必要であるというふうに認識をしてお

ります。 

 また、子どもたちは普通教室以外の様々な場所

でも活動することから、エアコンが整備された後

にも、移動式エアコンを学校内のあらゆる空間で

活用したいと考えておりまして、引き続き、学校
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と連携して暑さ対策に努めてまいります。 

 次に、２点目、屋内運動場における冷房設備の

整備についてでありますが、このたびの市立幼稚

園、学校へのエアコン整備につきましては、国の

補助制度を活用して普通教室あるいは特別支援の

教室、職員室など、児童生徒や教職員が常時使用

する場所への整備を行うものでありまして、屋内

運動場については、他の自治体の動向を注視しな

がら今後検討してまいります。 

 次に、大きな６項目め、学校トイレの整備の在

り方についてお答えをいたします。 

 まず、１点目、学校トイレの洋式化などについ

てでございますが、学校のトイレについては、

様々なご意見があるということは認識しておりま

して、日常生活におけるトイレの洋式化が進んで

いることを踏まえ、必要な洋式トイレを確保すべ

く整備を進めてきたところでございます。 

 今後は、学校関係者はもとより、子どもたちの

意見も聞きながら、より使いやすいトイレの整備

を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、２点目、誰でも使えるトイレについてで

ございますが、札幌市では、学校の新・改築ある

いはリニューアル改修時のほか、既存校につきま

しても、車椅子を利用する方などに対応したバリ

アフリートイレの整備を進めているところであり

ます。さらに、新たな取組として、新・改築時に

は、男子トイレ、女子トイレ、そして、バリアフ

リートイレに加えまして、ジェンダーに配慮した

トイレの整備を試行的に開始いたしました。 

 今後は、他の児童生徒などの目を気にせず使用

できる工夫をするなど、誰でも使いやすいトイレ

の在り方を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 （丸岡守幸議員「議長」と呼び、発言の許可を

求む） 

○議長（飯島弘之） 丸岡守幸議員。 

○丸岡守幸議員 答弁いただき、ありがとうござ

いました。 

 私から、１点だけ、学校トイレの整備の在り方

について、再度、質問させていただきます。 

 質問に入る前に、学校給食費の無償化につきま

して、要望を１点させていただきたいと存じま

す。 

 私どもが求めております学校給食費の無償化

は、一気に実現できればそれにこしたことはない

のですが、それが札幌市全体の財源との見合いも

あってなかなか難しいとすれば、例えば、ほかの

自治体で取り組んでおりますように、進学を控え

ております経済的な負担の大きいと思われます小

学校６年生ですとか中学校３年生から無償化をす

る、そういった方法ですとか、もしくは、５割負

担から始めて、３割負担、そして完全無償化に移

行していくといったような段階を踏んだやり方も

考えられると思いますので、そういった様々な手

法があると思いますので、保護者の方や有識者の

方の意見も酌み入れて、学校給食の無償化実現に

向けて取り組んでいただきますよう、これは、私

や会派から強く要望しておきたいと思います。 

 そこで、学校のトイレの整備につきまして、再

度、お尋ねいたします。 

 トイレの洋式化が進んでいることを踏まえて、

必要な洋式トイレを確保するべく整備を進めてき

ているとの答弁でございました。 

 ただ、私が質問の中でも触れましたように、学

校全体での洋式トイレの数が十分であったとして

も、児童や生徒が授業を受けているフロアによっ

ては洋式トイレが少ないために、子どもたちに不

自由な思いやつらい思いをさせてしまっているの

ではないかなと思います。 

 そのようなことがないよう、トイレ改修に係る

経費をしっかり学校施設改修費の中に確保してト

イレの洋式化を加速させていくべきと考えます

が、改めてご意見を伺えたら幸いでございます。

お願いいたします。 
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○議長（飯島弘之） 檜田教育長。 

○教育長（檜田英樹） 学校トイレの洋式化など

について再質問をいただきました。 

 学校のトイレにつきましては、保護者を含めま

して様々なご意見があるということは教育委員会

としても認識をしておりまして、日常生活におけ

るトイレの洋式化が進んでいることを踏まえまし

て、必要な洋式トイレを確保すべく、この後も進

めてまいりたいというふうに考えているところで

あります。 

 今後、子どもたちの意見のみならず、学校関係

者の方の意見も聞きながら、より使いやすいトイ

レの整備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（飯島弘之） ここで、およそ20分間休憩

いたします。 

 ―――――――――――――――――――― 

      休 憩 午後１時53分 

      再 開 午後２時15分 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） これより、会議を再開しま

す。 

 代表質問を続行します。 

 山田洋聡議員。 

 （山田洋聡議員登壇・拍手） 

○山田洋聡議員 私は、ただいまから、自由民主

党議員会を代表し、一昨日の三神英彦議員の代表

質問に引き続き、本定例会に上程されました令和

４年度決算、諸議案並びに市政の諸課題につきま

して、順次、質問を行います。 

 質問に先立ち、一言、申し述べさせていただき

ます。 

 27歳のとき、第３子の保育園入園の際に政策、

政治に関心を持ち、34歳で、世の中の子どもたち

のために、将来、政治家になることを決め、54歳

で立候補する予定でしたが、42歳の今、様々なご

縁に導かれ、この場に立たせていただいておりま

す。この先の札幌、北海道、そして国を生きる全

ての子どもたちのために人生をささげる、その覚

悟を決めて活動を続けてまいりました。ぶれるこ

となく、そして、これまでの全てに感謝の意を表

しまして、質問させていただきます。（拍手） 

 最初に、市長の政治姿勢についてです。 

 まず、初めに、ラピダスについて伺います。 

 千歳市へのラピダス社による新工場進出の効果

を、札幌市としても、地域経済の活性化、さらに

まちづくりにつなげていくためには、関連企業の

誘致、人材育成、交通インフラの整備の３点が特

に重要であると考えます。 

 ラピダス社の工場進出は、これからの北海道に

とって長期に経済効果をもたらすことになります

が、一方で、クリアしなければいけない課題も多

く、この課題解決に札幌市が積極的に関わること

で、北海道、そして札幌市により一層大きな効果

がもたらされるものと確信しております。 

 ８月には、北海道と熊本県が、密接な連携を図

り、半導体関連国家プロジェクトを推進すること

で、両地域の経済活性化につなげていくことを目

的とした連携協定を締結しました。協定の中で

は、関連産業の集積促進をはじめとする半導体関

連事業について、連携協力して取り組んでいくこ

となどが掲げられています。 

 先日、我が会派は、熊本市へ直接赴き、台湾の

半導体製造大手、ＴＳＭＣの熊本進出に関連した

半導体施策についてヒアリングを行ってまいりま

した。 

 熊本市では、従来から工業用地が不足している

状況にある中、ＴＳＭＣの進出を契機とした半導

体関連企業の集積に対する期待の高まりなどを受

け、企業誘致を促進するため、市内での新たな工

業団地の整備に向けた取組を始めたところであり

ます。 

 熊本市と札幌市では、もともと置かれている状

況は異なりますが、熊本市の企業誘致施策に学ぶ

ことはあり、先行事例を学ぶことで、さらなる進

展を追求する姿勢を市民や民間企業も求めている
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と思います。札幌市においても、工業用地は不足

している状況にあり、熊本市を参考に工業用地を

創出し、民間の積極投資につなげる施策は必須と

考えます。 

 千歳市との玄関口となる清田区は、札幌ハイテ

クヒル真栄という地区があり、真栄地区にはほか

にも大きな面積の土地があることから、様々な可

能性が見いだせる地域でもあります。 

 一方、半導体関連人材の育成や確保に向けた取

組はまだ始まったばかりでありますが、道内外の

大学や高専でも半導体関連分野の増員や新科目の

設置といった動きが見られるところです。一方、

半導体産業を支え、その将来を担う人材の育成、

確保は極めて重要であり、本市としても、関係機

関とも連携しながら、人材の育成や確保に向けた

取組を進めていくことが必要であります。 

 さらに、交通について考えてみますと、ラピダ

ス工場が立地する千歳市と本市の位置関係では、

さきにも述べたとおり、方角的な玄関口は清田区

になります。ほかにも、ＪＲ線では新札幌駅の厚

別区、道道16号支笏湖公園線経由では南区が挙げ

られますが、千歳からの移動手段に車を考える以

上、国道36号の交通量が増えることが予想されま

す。 

 ラピダスの小池社長が提唱する苫小牧から石狩

までを一帯で展開する北海道バレー構想の観点か

らも、国道36号は重要な幹線になります。半導体

関連企業の立地場所が札幌市内であっても、千歳

市を含めた近郊市であっても、企業が集積し、人

材育成拠点の整備も進むことで、人の流れが増

え、国道36号のさらなる渋滞が懸念されます。ま

ちづくりの観点からも、この機に公共交通の再整

備は重要でないかと考えます。 

 そこで、質問ですが、ラピダス社の千歳進出に

より、本市にも様々な影響や効果がもたらされる

ことが予想される中、これらを踏まえて、企業誘

致や人材育成、交通インフラ整備をはじめとした

政策を描いていく必要があると思いますが、どの

ように認識し、どのような取組を進めていくの

か、伺います。 

 次に、札幌市客引き行為等の防止に関する条例

について、２点伺います。 

 １点目は、現状と今後の取組についてです。 

 札幌市では、近年、薄野地区などの市内中心部

の繁華街において、一部の居酒屋等の客引きが通

行人に対して頻繁に声かけを行うなど、迷惑行為

が後を絶たず、大きな問題となっておりました。

こうした状況を背景に、条例等による規制を求め

る市民や地元の事業者などからの声の高まりを受

け、札幌市では、札幌市客引き行為等の防止に関

する条例を令和４年４月１日から一部施行し、そ

の後、周知期間を経て、同年７月１日からは禁止

区域、罰則なども含めた全面施行に至ったところ

です。 

 札幌市が実施した客引き行為等の実態調査によ

りますと、禁止区域であるＪＲ札幌駅周辺から薄

野地区における令和４年度中の客引きの人数は、

条例制定前の令和３年度と比べ、おおむね半数ま

で減少していることが明らかになっています。こ

の点につきましては、条例の理解促進を目的とし

た広報啓発の展開や、客引き行為等防止指導員に

よる巡回指導などの効果が現れたものとして、一

定の評価をさせていただきます。 

 一方で、本年度に入り、５月には新型コロナウ

イルス感染症が５類感染症に移行したことで市民

の外出機会が増加しており、市内中心部では国内

外からの観光客の姿を多く見かけるなど、人流の

回復は目覚ましいものがあります。こうした状況

は、条例施行時には見られなかった光景であり、

今後、市民及び観光客を狙った客引きの数が増え

てくることが懸念されております。 

 客引き活動の活発化を抑制するためには、条例

の認知度を高めることが不可欠と考えておりま

す。市民や観光客に対する条例周知を図り、客引

きを利用しない意識を高めるとともに、条例の認

識不足から客引き行為に至ることがないよう事業
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者に対しても丁寧な説明が求められるところで

す。また、客引きの動向に柔軟に対応し、客引き

行為等の活動の抑制につながるような巡回指導の

在り方などを検討していく必要もあると考えてお

ります。 

 そこで、質問ですが、条例全面施行から１年余

りが経過した現在の客引き行為等の状況と今後の

取組について伺います。 

 ２点目は、再開発に応じた禁止区域の追加につ

いてです。 

 札幌市が日本有数の大都市に発展を遂げていく

過程の中で建設されてきた建物の老朽化が進み、

更新の時期を迎える中、札幌の都心部を中心とし

た再開発の動きは年々加速しており、現在も複数

の再開発事業が進行しています。 

 記憶に新しいところでは、今年７月に、狸小路

地区において大型複合施設モユクサッポロが開業

したところです。このモユクサッポロは、商業店

舗を中心としたテナントビルの跡地に建設された

施設ではありますが、近年、これまで主にビジネ

スの用途として活用されていたビルが商業機能や

宿泊機能を備えた大型複合施設に生まれ変わるよ

うな計画もあるなど、再開発の態様は多様化して

おります。こうした大型複合施設の開業は、これ

までなかった新たなまちのにぎわい創出につなが

るものとして大いに期待をしているところです。 

 札幌市客引き行為等の防止に関する条例では、

民間事業者が管理する公共の場所については、当

該民間事業者の権限によって、事実上、客引き行

為等を制限することが可能であるため、条例によ

る規制を最小限とする観点から、原則、禁止区域

には含めないこととしています。一方で、多数の

通行が想定され、施設利用者等の待ち合わせなど

で滞留するスペースで客引き行為等が行われる可

能性が懸念される場合については、施設管理者等

の要請に基づき、禁止区域とすることが可能と

なっております。 

 今年の秋には、ススキノラフィラ跡地に大型商

業施設、ＣＯＣＯＮＯ ＳＵＳＵＫＩＮＯの開業

が控えておりますが、施設内には多数の市民や観

光客が通行、滞留できる屋外広場を備える予定で

す。また、今後、新たに開業する民間ビルにおい

ても、施設周辺の道路と連続した敷地に市民や観

光客の憩いの場として待合スペースを設置するな

ど、公共的な空間を整備することが想定され、客

引きの活動範囲が拡大していく可能性がありま

す。 

 札幌市としては、条例の趣旨を踏まえ、民間事

業者の意向に配慮しながらも、市民や観光客等が

安心して施設を利用できるよう、再開発の状況に

応じた禁止区域の追加を検討していくべきと考え

ます。 

 そこで、質問ですが、新たな民間ビルの開業な

どに応じた禁止区域の追加について、札幌市とし

てどのように対応していくのか、伺います。 

 次に、次期札幌市高齢者支援計画の策定につい

て伺います。 

 札幌市高齢者支援計画は、高齢者保健福祉計画

と介護保険事業計画を一体的に策定し、高齢者支

援施策の総合的な推進と円滑な実施を目指す計画

です。令和３年度にスタートした現計画は、計画

期間が今年度までであり、現在、次期計画の策定

作業が進められていると認識しています。 

 介護保険事業計画については、国が基本指針を

示し、これに沿って各市町村が策定することとさ

れていることから、ともすれば、国が示した計算

式や型にはめればよいという認識で機械的に計画

策定作業が進められてしまうこともあり得ると懸

念され、やはり、自治体としては、地域の実情に

即した計画とするよう最大限努力することが肝要

と考えます。 

 近年、介護を取り巻く環境は確実に悪化してお

り、例えば、身体の状況や介護をする家族の実情

などから施設入所を希望しても、制度の制約など

もあり、なかなか施設利用が許されず、結果とし

て在宅介護を選択せざるを得ないようなケースも
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少なくないと聞いています。 

 また、介護人材の不足も根深い問題であり、十

分な人が確保できないのであれば、当然、提供で

きる介護サービスの量やメニューが限られるわけ

で、そういったことも、希望する介護がなかなか

受けられないですとか、手続などに時間がかかる

などといった利用者の不満の声につながってきて

いると考えられます。 

 近年の人手不足の問題は、介護の分野だけにと

どまらず、多くの分野でも深刻な問題となってお

り、理由や背景は複雑なものがあると思います

が、やはり、厳しい仕事である割に報酬が決して

高くないということも根本の問題としてあるので

はないかと考えます。 

 また、介護にまつわる課題は、介護を受ける方

ばかりのものだけでなく、ご家族の負担なども大

きなものがあり、老老介護や介護離職などといっ

たことも広く言われる中、家庭での介護が限界に

達しているケースも少なくないと推察されます。 

 そういったことからも、次期計画の策定に当

たっては、国の指針の下、進めていくことは基本

としながらも、できる限り、札幌市の状況や現場

の実情、実態などに目を配った上で、地域の課題

をしっかりと解決していけるようなものとしてい

く姿勢が肝要です。そのためには、現計画の成果

や実情、課題などをしっかりと具体的に把握して

いくことがまず第一歩であると考えます。 

 そこで、質問ですが、次期高齢者支援計画を策

定するに当たり、札幌市において、どのような課

題があると認識しているのか、また、その課題を

踏まえ、どのような計画を策定していくのか、伺

います。 

 次に、今後の観光施策についてです。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により観光需

要は大幅に落ち込んでしまいましたが、今年５月

には、感染症法上の取扱いが５類に移行され、全

国旅行支援が７月中旬まで実施されたことなどに

より、全国的にも国内観光客の動きは活発化し、

ここ札幌においても多くの観光客を見かけるよう

になりました。お盆休みには、都道府県をまたい

で移動する旅行需要の回復が顕著であり、旅行先

としては北海道や沖縄はコロナ禍前を超えたとの

一部報道もあるなど、回復基調は継続していくも

のと思われます。さらに、市内では、アジアを中

心に多数の外国人観光客の姿も見られ、今後もさ

らなるインバウンドの戻りを大いに期待している

ところです。 

 コロナ禍によって影響を受けた市内観光関連産

業の復活のためには、大幅に減少した観光客数を

早急に回復させることが重要であることは言うま

でもありませんが、将来にわたって足腰の強い観

光関連産業を維持し、持続可能な観光を維持する

ためには、国の観光立国推進基本計画と同様に、

観光客の人数だけではなく、観光消費額を高める

取組への転換が必要と考えます。 

 ちょうど、市内においては、欧米豪の富裕層に

人気のあるアドベンチャートラベルの世界的な商

談会であるアドベンチャー・トラベル・ワール

ド・サミットが開催されたばかりであることや、

今後、複数の富裕層向けのホテルの建設が予定さ

れているというチャンスを踏まえますと、観光客

のニーズを適切に捉え、札幌ならではの付加価値

の高い商品やサービスを提供し続けることが不可

欠と考えます。 

 そこで、質問ですが、今後、観光コンテンツの

付加価値向上の取組を一層推進していく必要があ

ると思いますが、札幌市の見解を伺います。 

 次に、ウインタースポーツシティーにおける氷

上競技環境についてです。 

 これまで、札幌市では、1972年の冬季オリン

ピックのほか、近年では、2015年の世界女子カー

リング選手権、2017年の冬季アジア大会など数多

くの国際大会が開催され、観光の振興や国際交流

などウインタースポーツを通じて様々な効果がも

たらされています。このように、札幌市にとっ

て、ウインタースポーツは、市民が厳しい冬を楽
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しむ手段であるとともに、まちににぎわいを与え

る大切な文化の一つとなっています。 

 令和４年10月に策定されたまちづくりの最上位

計画である第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン

（ビジョン編）では、まちづくりの基本目標とし

て、世界屈指のウインタースポーツシティーを掲

げています。 

 この基本目標では、市民の身近なところでウイ

ンタースポーツを楽しむことができる環境を充実

させ、札幌で育ったアスリートが活躍する、ま

た、大規模な大会が開催され、札幌が世界から注

目される、そうしたまちの姿を目指していくこと

としています。 

 札幌市では、もともとウインタースポーツの中

でも、スキーやスノーボードが盛んである一方

で、スケートやカーリングといった氷上競技につ

いては、競技を行う場が限られ、体験機会や競技

人口のさらなる拡大を図ることが難しい状況と

なっています。具体的には、市内に四つあるス

ケートリンクのうち、美香保体育館と真駒内セキ

スイハイムアイスアリーナについては冬期間のみ

の稼働となっているため、フィギュアスケート競

技などは夏場の競技環境不足が顕著となっていま

す。 

 また、市内唯一のカーリング専用施設であるど

うぎんカーリングスタジアムについては、どの時

期、どの時間帯においても非常に利用率が高く、

高い抽せん倍率をくぐり抜けないと利用ができな

いなど、市民のカーリングに対するニーズを受け

止め切れていません。さらに、カーリングは、近

年の人気の高まりから、観光客からの競技体験需

要がありながらも、希望する観光客の半数以上が

利用できていないため、経済観光分野の面からも

損失が生じている状況にあります。 

 こうした中、札幌市が所管するスケートリンク

施設である月寒体育館と美香保体育館は、建設か

ら約50年が経過し、更新時期が近づいてきている

ため、我が会派では、これまで、市内における氷

上競技の環境を今後も確保し、その可能性をさら

に高めていく必要があるという立場から、議会の

中で質問を重ねてきました。 

 令和５年第１回定例会の予算特別委員会では、

両体育館の更新に向けた検討状況及び今後の進め

方について質問したところ、市内における現状の

課題を踏まえ、将来に向け、必要となるアイスリ

ンクの機能の整理を進めており、その検討内容に

ついて、市内におけるアイスリンク施設の全体像

を示す基本構想として取りまとめていきたいとの

答弁があったところです。 

 この基本構想は、将来の札幌市における氷上競

技環境の方向性を示すものであり、月寒体育館や

美香保体育館が更新時期を迎える機会を捉え、現

在課題となっている夏場のスケート環境やカーリ

ング機能が不足していることへの対応を示すこと

が不可欠であると考えます。 

 加えて、今後の人口減少に伴い、税収の低下が

見込まれる中、施設整備を進めるに当たっては、

その投資効果を最大限発揮することが重要になる

ため、月寒と美香保、両体育館の更新に当たって

は、単純に建て替えるのではなく、まちづくりと

連携させることは必須です。 

 両体育館とも、実際の場所の選定に当たって

は、交通インフラや敷地の観点などからも、理想

を追求し、様々な検討を進めながらも、解決が困

難な諸課題が幾つかあることも伺っているところ

ではありますが、各地域のポテンシャルを高め、

札幌市全体の魅力と活力の向上へとつなげていく

ことが必要です。 

 そこで、質問ですが、世界屈指のウインタース

ポーツシティーを目指す上で、月寒体育館、美香

保体育館の更新に当たり、今後の氷上競技環境の

拡充及びまちづくりとの相乗効果についてどのよ

うに考えているのか、伺います。 

 次に、今後の文化財の保存、活用についてで

す。 

 令和２年２月、文化財の保存、活用についての
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マスタープランである札幌市文化財保存活用地域

計画が策定されました。この計画では、文化財

は、文化財保護法等の法令による指定等がなされ

ているか否かにかかわらず、地域の歴史の中で生

まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた資産

と定義され、指定等の有無にかかわらず、文化財

を保存、活用していくものとされています。 

 令和２年度から計画を推進する札幌市歴史文化

のまちづくり推進協議会を立ち上げ、ワーク

ショップ、ボランティアガイド講習会、モニター

ツアー、シンポジウム、パンフレット制作等を行

い、文化財の保存、活用に取り組んでいることは

承知しています。 

 こうした取組を進めている中、我が会派から、

令和３年第３回定例会で、さらなる文化財の掘り

起こしと価値評価をどう進めるのかを質問し、市

長からは、具体的な価値評価の手法について令和

４年度をめどに整理するとの答弁があり、令和５

年度から、未指定、未登録文化財の掘り起こし

や、価値の発信を目的とした新たな制度として札

幌市地域文化財認定制度の運用が開始されたとこ

ろです。 

 そこで、質問ですが、改めて、文化財に対する

認識と今後の保存、活用の取組について伺いま

す。 

 次に、教育環境等の推進、充実について、２点

伺います。 

 １点目は、学校トイレのさらなる洋式化につい

ての現状認識及び今後の対応についてです。 

 現在、小・中学校における個室トイレの数は、

男子は50人当たりに一つ、女子は20人当たりに一

つの基準としており、札幌市立の各小・中学校に

おいては、和式、洋式いずれも設置されている

中、洋式トイレのみでおおむねこの基準を満たし

ているとのことです。 

 しかしながら、学校の現場の実態としては、授

業中にもトイレの使用を認めるといった柔軟な対

応をしている小学校もあるものの、特に、中学校

では、休み時間中の女子トイレにおいて列ができ

て混雑して使えないという状況もあります。 

 大、小にかかわらず、子どもたちがトイレを我

慢して学校生活を送ることは、様々な側面から問

題があると考えます。第１に、健康面です。排せ

つの我慢は、度が過ぎると病気に発展しかねず、

子どもたちの健康を直接的に害することが心配で

す。第２に、授業への影響です。集中力の低下は

誰もが経験していることだと思います。それもま

た経験と言ってしまえばそれまでかもしれません

が、今は、授業日数や学習指導要領、そして教員

の働き方改革の問題があり、限られた授業日数を

効果的に進めることが求められる中で、授業に集

中できない環境を改善することは行政としても必

須であると考えます。実際に保護者から伺った話

でも、子どもが学校でトイレを使用できず、一日

中我慢して急いで家に帰ってくるということがあ

るとのことです。 

 社会全体として和式トイレが多数を占めている

のであれば、現状のままと判断するのもやむを得

ないかもしれませんが、今や、家庭を含め、和式

トイレを見かけることがほとんどない状況であ

り、学校だけに和式トイレが数多く残っている状

況に全く意味を感じません。和式トイレを残すこ

とに文化の保存のような意味があるとすれば、そ

れはしかるべきところですればよいのであり、学

びの場である学校で行う必要はないと考えます。

子どもたちの声を保護者の方が聞いて、札幌市は

子育てしやすいと感じられると思うでしょうか。

子どもたちには、今ある環境の中で生活するしか

選択肢はありません。 

 それと、忘れてはいけないのは、教員の皆さん

です。日々、時間に追われながらトイレに行く時

間すら惜しいと思った教員も数多くいらっしゃる

ことでしょう。トイレの環境は、大人も子どもも

大切なことなのです。 

 次世代を担う子どもへの投資として、基準を満

たしているから終わりではなく、残っている和式
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トイレの洋式化をさらに進めていくべきです。こ

の夏のような猛暑対策ももちろん必要ですが、一

年を通じて使用するトイレについても真剣に取り

組むべき切実な問題です。 

 そこで、質問ですが、学校トイレのさらなる洋

式化についての現状認識と今後の対応について伺

います。 

 ２点目は、地域学校協働活動についてです。 

 近年、急激な社会変化の中で、地域において

は、地域社会の支え合いの希薄化、教育力の低

下、家庭の孤立化などの課題が指摘され、学校に

おいては、いじめや不登校など子どもを取り巻く

問題が複雑化、困難化していると言われており、

社会総がかりでこれらの課題に対応することが求

められています。 

 このような中、子どもたちには、学校だけで得

られない知識や経験、能力を地域の方に支えられ

ながら身につけること、そして、地域の方たちに

は、主体的に地域づくりを行う意識を持ってもら

うことが重要です。 

 そこで、これらの問題の解決を図るべく、国

は、平成29年３月に、社会教育法を改正し、新た

に地域学校協働活動の推進について定めました。

地域学校協働活動とは、地域の住民、保護者、学

生、企業、ＮＰＯなど幅広い地域住民等の参画を

得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支え

る活動のことです。人生100年時代を迎え、地域

住民の知識や経験を子どもたちのために生かすこ

とは、本人の生きがいづくりに資するだけでな

く、学校への教育支援や子どもを中心に据えた住

民同士のつながりづくりにも結びつき、今後ます

ます重要な取組となると考えます。 

 このような地域学校協働活動の今後の在り方を

考えるに当たっては、コミュニティスクールとの

有機的連携を視野に入れる必要があるのではと考

えます。コミュニティスクールとは、学校と地域

住民等が目標やビジョンを共有し、学校の運営や

必要な支援に関する協議を行う場のある学校のこ

とですが、昨年の第３回定例会で、我が会派より

代表質問を行い、教育長から導入する旨のご答弁

をいただいたところです。文部科学省において

も、地域学校協働活動とコミュニティスクールの

連携した推進を求めていることから、両仕組みを

効果的に結びつけていくことが重要であると考え

ます。 

 そこで、質問ですが、今後、コミュニティス

クール導入を見据え、どのように地域学校協働活

動を推進していく考えか、伺います。 

 次に、防災・雪対策について、２点伺います。 

 １点目は、雪対策についてです。 

 昨冬は、気象予報による年明けの大雪に備え、

雪堆積場の早期開設の準備として、全市的に年内

の排雪を実施し、年明け１月４日の緊急除排雪実

施本部においては、積雪深が50センチメートルを

超えた北区と東区の一部でフェーズ１が判断さ

れ、排雪作業の強化として道路脇の雪山を全て排

雪する雪出し排雪が実施されました。その後に、

大雪の予報があったほかの地区においても計画排

雪の前倒しが行われました。また、大雪対策のポ

イントの一つである雪堆積場の増強においては、

我が会派がこれまでに国へ働きかけを行ってき

た、市内中心部に近い豊平川河川敷を活用した堆

積場が３か所増強されました。 

 昨冬の降雪状況は、令和３年度の大雪は例外と

しても、近年の降雪状況と比較し、結果的に大雪

とは言えないシーズンであったものの、大雪対策

として策定したフェーズ１の対応や計画排雪の前

倒し作業、雪堆積場の増強は効果的なものであ

り、それらの作業の結果がその後の良好な道路状

況につながったものと考えます。実際、市民や報

道関係においてもそのような評価をよく耳にしま

した。 

 そこで、質問ですが、昨冬の除雪作業が高評価

であったことから、今後についても、昨冬のよう

な先手、先手の対応をすべきと考えますがいかが

か、伺います。 
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 ２点目は、避難所における健康２次被害の防止

についてです。 

 平成23年の東日本大震災を教訓として、本市で

は、平成25年３月に避難場所基本計画を初めて策

定し、避難場所に求められる機能とともに備蓄物

資の必要性を位置づけ、避難所の応急救援備蓄物

資の整備を進めてきました。その後、熊本地震や

西日本豪雨、北海道胆振東部地震など各地で大き

な災害が発生していることから、令和元年９月に

この計画の見直しを行い、食料等の備蓄を発災後

24時間分から48時間分までに変更したほか、在宅

で避難する方にも一定量を渡せるよう整備される

ようになりました。さらに、この計画によって、

寒さ対策として、従来の高規格寝袋や毛布に加

え、段ボールベッドや移動式灯油ストーブを増

強、停電対策として可搬式の発電機が全ての基幹

避難所に備えられることとなりました。 

 このように、災害発生時における避難所の対策

が整備されてきたところですが、札幌の地域特性

を踏まえますと、いまだ万全ではないと考えられ

ます。札幌は積雪寒冷地であり、当然、寒さの厳

しい時期に災害が発生することも考えられます。

せっかく難を逃れて避難してきても、しっかりと

した寒さ対策が取られていなければ、低体温症な

どにより体調の悪化を招くことになります。 

 一方で、今年は、観測史上、過去最高の気温を

更新するなど蒸し暑い日が長く続き、熱中症疑い

による救急車の搬送が、こちらも過去一番多かっ

たとのことですが、地球温暖化による異常気象が

見込まれる中、蒸し風呂のような避難所では体調

を崩すことになりかねません。 

 また、気候以外には、感染症への対応も大切

で、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上、

５類となったものの、いまだ感染力が強く、油断

はできないところです。新型コロナウイルス感染

症以外においても、過去の全国における災害で

は、インフルエンザ等の感染症が蔓延した事例も

あることから、今後も引き続き避難所での感染症

対策は必要と考えます。 

 避難所のこうした健康２次被害を発生させない

ためには、常日頃から最悪の事態を想定した上で

先回りして対応を考える必要があり、もっと大胆

に危機管理局に知見を集中し、より機動的な組織

とすべきですし、将来の市民の命を守るための資

材や物資も拡充すべきと考えます。 

 そこで、質問ですが、避難してきた被災者に対

し、さらに健康２次被害に遭わせないために、札

幌市としてどのようにすべきと考えているのか、

伺います。 

 最後に、清田区の諸課題について、３点伺いま

す。 

 １点目は、地下鉄東豊線の清田区延伸について

です。 

 地下鉄東豊線の清田区延伸については、これま

でも何度も議論されてきたところであります。札

幌市のまちづくりの観点から、札幌市長期総合計

画や札幌市総合交通計画が策定され、南北線、東

西線、東豊線と地下鉄が整備されてきました。 

 清田区は、平成９年11月に豊平区より分区され

ましたが、その以前の昭和54年11月、札幌市総合

交通対策調査審議会のときに、東豊線については

清田区北野地区までの計画となっておりました。

当初、緊急整備区画として北東部が位置づけられ

ており、昭和63年12月には、栄町駅から豊水すす

きの駅まで新設されたところから始まり、今に

至っております。最新の状況としては、平成23年

に清田地区における公共交通の機能向上に関する

検討があり、事業の採算性などを含め、説明が

あったところです。 

 さて、これまで、地下鉄延伸の歴史は、昭和53

年３月に南北線北24条駅から麻生駅、昭和57年３

月に東西線白石駅から新さっぽろ駅、平成６年10

月に東豊線豊水すすきの駅から福住駅、そして、

平成11年２月に東西線琴似駅から宮の沢駅と４回

あります。 

 例えば、宮の沢駅の延伸後を分析してみます
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と、様々な要因が考えられる中であることは前提

としても、地下鉄の計画のみならず、平成６年３

月のバスターミナルの建設及び周辺地区の開発計

画の策定があり、宮の沢駅周辺の開発が進むとい

う明確な指針が示された中で、人口は増加し、

リーマンショックのときには数年の影響は受けた

ものの、地価の上昇は今もなお続いていることが

確認できます。このときも、本市と民間事業者と

の間で開発計画を策定しており、民間との協力も

あり、本市のまちづくりは確実に進みました。 

 地下鉄延伸により交通インフラ整備が進み、民

間の様々な施設が建設され、近隣には人の数も流

れも増え、経済は活性化され、地価の上昇により

税収が上がれば、さらにほかの地域のまちづくり

に広げることもできます。行政主導で民間活力を

向上させることは可能です。 

 そして、これからの本市のまちづくりを考える

際、ラピダス新工場誘致に伴い、札幌での企業誘

致なども検討されている中、道路交通を考える

と、人の移動や物流などの観点からも国道36号の

利用が増えることは間違いありません。現状、冬

の実態としても交通渋滞が頻発している状況であ

り、市民生活はさらなる不便を被ることになりま

す。 

 さらに、清田区も地域交流拠点としての位置づ

けがあり、札幌市内の各地域交流拠点においてＪ

Ｒも地下鉄もないのは清田区だけであります。札

幌ドーム周辺は高次機能交流拠点、スポーツ交流

拠点となっており、人の流れが増えたりすること

が予想され、既に混雑度1.27、これは、ピーク時

間帯はもとより、ピーク時間を中心として混雑す

る時間帯が加速度的に増加する可能性が高い状態

と分析されている中で、清田方面から都心へのア

クセスは不便になるばかりです。同じ札幌市に暮

らし、清田区だけがＪＲや地下鉄の選択肢がない

のは、さきに述べた状況に鑑みてもさすがに不自

然と言わざるを得ません。 

 そこで、質問ですが、地下鉄東豊線清田区への

延伸とまちづくりについて、現状認識と今後の対

応について伺います。 

 ２点目は、清田警察署の設置についてです。 

 清田区は、分区を契機に、消防署、区民セン

ター、体育館、老人福祉センターなど区民の生活

に密接に関わる公共施設が整備されましたが、警

察署の設置は見送られております。 

 我が会派では、清田区分区の検討が行われてい

た平成６年の代表質問において、警察署誘致に対

する姿勢については三上洋右議員より質問してお

り、札幌市からは、これまでも関係機関への警察

署の設置要請を行っているが、今後も、地域住民

の要望も踏まえ、要請していく旨の答弁がありま

した。しかしながら、その後も清田警察署の設置

は実現せず、現在に至るまで、豊平警察署の管轄

となっています。 

 清田区と同じく分区により誕生した厚別区と手

稲区では、平成13年に厚別警察署、平成16年に手

稲警察署が設置されています。いずれも、平成元

年の分区から一定の年数が経過しておりますが、

区民の要望の高まりが設置実現の背景にありまし

た。 

 警察署の設置を願う区民の声は、清田区も例外

ではなく、平成13年には、町内会連合会、ＰＴ

Ａ、商工振興会などで構成された清田警察署設置

促進期成会が発足しております。この期成会に

は、清田区選出の市議会議員及び道議会議員も顧

問として参加し、北海道及び北海道警察への要望

活動を後押ししてきました。 

 期成会による粘り強い要望活動の結果、平成18

年には美しが丘交番、平成23年には緑ケ丘交番が

設置されましたが、それでもなお、ほかの区と比

べて交番数は最も少なく、最寄りの交番まで相当

な距離がある地域も存在しています。交番は、地

域住民の安全と安心のよりどころであり、様々な

事件・事故に対して即応的な対応が求められるこ

とからも、現在の交番配置は適正とは言い難い状

況です。 
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 令和４年の清田区の刑法犯認知件数は338件

と、前年から56件の増加、その増加率は約20％で

あり、札幌市全体の増加率を上回っています。ま

た、清田区の地域特性として、高齢者と14歳以下

の年少者の人口比率が、全市平均に比べ、高い傾

向にあり、高齢者を狙った特殊詐欺被害の発生や

子どもが重大な事件に巻き込まれるリスクといっ

た懸念は、他区に比べて高いものと危惧するとこ

ろです。 

 以上のことからも、地理的状況を勘案した交番

の配置はもちろんのこと、地域の防犯拠点となる

清田警察署の設置については、今後も、札幌市の

重要な課題の一つと位置づけ、設置に向けた積極

的な取組が必要であると考えます。 

 そこで、質問ですが、清田区民が安全に安心し

て暮らせるまちを実現する上で欠かせない清田警

察署の設置に向けて、今まで以上に強く働きかけ

を行っていくべきと考えますがいかがか、伺いま

す。 

 ３点目は、里塚斎場、里塚霊園への民間活力の

導入についてです。 

 札幌市では、今後、少子高齢化が進み、多くの

方が寿命を迎えられる多死社会の到来に対応する

ため、令和３年度末に札幌市火葬場・墓地に関す

る運営計画を策定しています。この計画に基づ

き、里塚斎場の再整備について、現在、整備計画

の策定に向けた検討が進められている一方で、火

葬場使用料の料金体系見直しも検討されていると

伺っております。 

 運営計画によりますと、里塚斎場の整備費用に

ついては、220億円から265億円が想定されてお

り、札幌市の大きな財政負担となるとともに、将

来的には火葬場使用料として使用者の負担増にも

つながっていくと予想されることから、整備費用

の削減は大きな課題であります。整備費用の削減

においては、火葬炉数や施設規模の適正化が重要

であり、火葬需要を慎重に見極める必要がありま

す。 

 里塚斎場は、連携中枢都市圏の市町村のうち、

特に北広島市民の利用が増えており、10年前の平

成25年度は年間で41件で、里塚斎場全利用者に占

める割合が約0.4％だったものが、令和４年度は

年間617件と約15倍に増え、割合も約4.6％と大幅

に増えています。このため、より一層、北広島市

との連携を念頭において、互いに今後の火葬場整

備の方針を確認し合いながら検討を進めていって

もらいたいと考えております。 

 そして、この整備費用の削減こそ、民間活力の

導入が大きな鍵を握っています。山口斎場におい

ては、建設、運営、維持管理を資金調達から含め

て民間事業者の力を活用して実施する、いわゆる

ＰＦＩ事業を他都市に先駆けて火葬場へ導入して

おり、予定価格約234億円に対して契約額約185億

円と、約49億円の財政負担縮減効果が得られたと

のことであります。このような山口斎場の実績を

踏まえ、次期里塚斎場の整備においても、ぜひ民

間事業者の力を大いに活用し、経費の削減やサー

ビスの向上に努めるべきと考えます。 

 次に、里塚霊園について、施設・設備の老朽化

という問題を抱える中、今後、整備を進めていく

上で切り離せない問題が近隣の交通インフラ整備

です。特に、お盆時期は交通麻痺を起こすほどの

交通量になっている状況であり、これは、地下鉄

や電車など自動車以外の交通手段がないことが大

きな要因と考えられます。 

 こうした将来的な課題にも対応しつつ、喫緊の

課題である管理事務所やトイレなどの老朽化、霊

園内の道路など構造物の修繕、園内のバリアフ

リー化などに対応していくためには、概算で約17

億円の経費が必要であるという試算が出ていま

す。 

 市営霊園のよりよい整備方法等について、民間

事業者から広く意見、提案を求めるため、令和元

年度に対話型の市場調査を実施した結果、自主事

業の許可や事業規模の大規模化など参入する企業

の意欲を高める工夫が必要ではありますが、市営
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霊園の運営に民間活力を導入できる可能性がある

ことが示されています。市営霊園は迷惑施設と捉

えられがちですが、指定管理制度を導入している

他都市の例では、終活セミナーやフリーマーケッ

トなど地域に貢献するような自主事業を行ってい

る事例もあり、使用者のみならず、多くの市民に

とってもメリットがある施設となるよう、その運

営や整備に民間活力を導入することは必須である

と考えます。 

 そこで、質問ですが、今後の里塚斎場、里塚霊

園の整備や運営への民間活力の導入についてどの

ような方向性で進めていく考えか、伺います。 

 以上で、私の質問の全てを終了いたします。長

時間にわたり、ご清聴、誠にありがとうございま

した。（拍手） 

○議長（飯島弘之） 答弁を求めます。 

 秋元市長。 

○市長（秋元克広） 全体で７項目にわたり、ご

質問いただきました。私からは、大きな１項目め

の私の政治姿勢についての３点、お答えをさせて

いただきます。その余のご質問に対しましては、

担当の町田副市長、石川副市長、天野副市長、教

育長からお答えをさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 １項目めの私の政治姿勢についてのうち、ま

ず、１点目のラピダスについてお答えをいたしま

す。 

 ラピダス社の立地に伴いまして本市にも様々な

影響や効果が見込まれますことから、それらを多

面的に把握し、経済の活性化や地域の発展につな

げていくことが必要だと認識をしております。 

 これまで、熊本での現地視察を行ったほか、ラ

ピダス社や千歳市、大学等関係機関との意見交換

等を通じて情報収集を進めており、先日は、小池

社長とも直接お会いをして、現状について協議を

させていただいたところであります。さらに、今

年度、設備投資や雇用、住宅、教育、インフラな

ど、幅広い視点から本市への影響や効果をはかる

調査に着手し、今後取り組むべき政策の方向案を

検討しているところであります。 

 熊本市と札幌市の場合とでは、半導体製造拠点

との位置関係や産業基盤など異なる面はあります

が、熊本での事例も参考にしながら、地域経済の

発展につなげていく取組を進めてまいる考えであ

ります。 

 次に、２点目の札幌市客引き行為等の防止に関

する条例についてお答えをいたします。 

 まず、現状と今後の取組についてであります

が、客引き行為者等の動向把握を目的とした実態

調査によりますと、薄野地区の客引きが増加をし

ており、８月には、条例施行前である令和３年度

の平均人数を上回る客引きが確認をされていると

ころであります。 

 今後、客引きの多い地点に指導員が一定時間と

どまるなど、巡回方法の工夫を図るとともに、市

民、観光客、事業者に対し、様々な媒体を活用し

た周知・啓発に努めてまいります。 

 次に、再開発に応じた禁止区域の追加について

でありますが、条例施行後、対象区域内に開業し

た大型商業施設については、施設管理者からの要

請に基づき、施設内の禁止区域の追加を、順次、

進めているところであります。今後も、条例の実

効性が確保されるよう、都心の開発状況を注視

し、新たな民間ビル等における禁止区域の追加に

ついて、施設管理者との協議を進めてまいる考え

であります。 

 次に、３点目の次期札幌市高齢者支援計画の策

定についてお答えをいたします。 

 次期計画策定に向けた調査結果などから、札幌

市におきましては、コロナ禍における高齢者の心

身への影響、認知症の方の家族の介護負担の重

さ、介護人材の需要の高まりなどといった課題が

あるものと認識をしております。 

 今後の高齢化の進行も踏まえ、高齢者の社会参

画を促し、健康寿命の延伸を図ることや、認知症

施策の充実強化、要介護高齢者を支える介護人材
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の確保や定着などに取り組んでいくことが重要だ

と考えており、次期計画では、元気な方も介護が

必要な方もウェルネス推進の観点を踏まえ、一人

一人の高齢者が希望と生きがいを持って自分らし

く暮らしていけることを目指してまいりたいと考

えております。 

 私からは、以上です。 

○議長（飯島弘之） 町田副市長。 

○副市長（町田隆敏） 私からは、大きな６項目

め、防災・雪対策についての２点目、避難所にお

ける健康２次被害の防止についてのご質問と、大

きな７項目め、清田区の諸課題についての３点

目、里塚斎場、里塚霊園への民間活力の導入につ

いてのご質問にお答え申し上げます。 

 まず、大きな６項目めの２点目、避難所におけ

る健康２次被害の防止についてでございますが、

避難所の生活に起因する主な健康被害は、寒さに

よる低体温症、あるいは暑さによる熱中症、それ

から、プライバシーの確保が十分でないことによ

り生ずるストレス障害などが考えられるところで

ございます。こうした健康被害を未然に防ぐた

め、東日本大震災や熊本地震での経験に基づく知

見を収集しているほか、札幌市立大学と共同で研

究に取り組んでいるところでもございます。 

 今後も、こうした知見を基に健康被害に対して

有効な対策を講じていくとともに、必要な物資を

迅速に届けられるよう体制の構築にも努めてまい

ります。 

 次に、大きな７項目めの３点目の里塚斎場、里

塚霊園への民間活力の導入についてのご質問でご

ざいますが、人口減少や多死社会を迎えまして、

将来にわたって火葬場や市営の霊園を安定的かつ

効率的に運営していくため、民間活力の活用につ

いて検討していくことは重要であると認識すると

ころでございます。 

 先行事例でございます山口斎場のＰＦＩ事業に

おきましては、財政負担の縮減効果に加えまし

て、維持管理水準が向上したことによる火葬炉の

長寿命化などの効果が得られているところでござ

います。 

 里塚斎場及び里塚霊園の整備や運営の在り方に

つきましては、山口斎場の実績や他都市の状況を

踏まえまして、市民サービスのさらなる向上や経

費削減につながるよう引き続き検討を進めてまい

ります。 

 私からは、以上でございます。 

○議長（飯島弘之） 石川副市長。 

○副市長（石川敏也） 私からは、大きな２項目

め、今後の観光施策について、そして、３項目

め、ウインタースポーツシティーにおける氷上競

技環境についてご答弁を申し上げます。 

 まず、大きな２項目め、今後の観光施策につい

てであります。 

 食や自然をはじめとする札幌らしい観光資源を

活用し、通常とは異なる演出や時間帯で特別な体

験を提供する、いわゆる付加価値の高いコンテン

ツの造成は、持続可能な観光地経営のためには非

常に重要であると認識をいたしております。 

 中でも、自然やアクティビティーを専門のガイ

ドつきで体験するアドベンチャートラベルは、地

域への経済波及効果が非常に高い旅行形態であり

まして、先日開催されましたアドベンチャートラ

ベル・ワールドサミット2023を契機として、札

幌、北海道においても大きく発展していく分野で

あると考えているところでございます。 

 今後は、専門ガイドの育成や札幌ならではのツ

アー造成などを通じまして、アドベンチャートラ

ベルの取組を進めることに加え、スノーリゾート

シティーのさらなる推進や観光コンテンツの充実

などによりまして、世界の旅行者から選ばれ続け

る観光地を目指してまいりたい、このように考え

ております。 

 続きまして、大きな３項目め、ウインタース

ポーツシティーにおける氷上競技環境についてで

ございます。 

 アイスリンクは、ウインタースポーツシティ札
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幌にとりまして、氷上競技の振興、裾野拡大を図

る上で欠かすことのできない機能であり、月寒体

育館と美香保体育館の更新に当たりましては、ま

ちづくりと連携しながら競技環境の維持、拡充を

図ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

 この考え方に基づきまして、月寒体育館につき

ましては高次機能交流拠点であります札幌ドーム

周辺を、また、美香保体育館につきましては地域

交流拠点栄町に近接するつどーむ敷地を後継施設

整備の候補地として今後具体的な検討を進めてま

いりたい、このように考えております。また、競

技環境に係る現在の課題を踏まえまして、既存の

施設機能を確保しながら、美香保体育館の後継施

設につきましては、スケートリンクの通年化を図

りますとともに、新たにどうぎんカーリングスタ

ジアムと同程度のカーリング機能を確保すること

も検討してまいりたい、このように考えておりま

す。 

 私からは、以上であります。 

○議長（飯島弘之） 天野副市長。 

○副市長（天野周治） 私からは、大きな４項目

め、今後の文化財の保存、活用について、大きな

６項目め、防災・雪対策についての１点目の雪対

策について、大きな７項目、清田区の諸課題につ

いての１点目の地下鉄東豊線の清田区延伸につい

て及び２点目の清田警察署の設置についてお答え

をさせていただきます。 

 まず、大きな４項目め、今後の文化財の保存、

活用についてお答えをいたします。 

 文化財は、私たちの貴重な財産であり、ふるさ

との歴史や文化を知る上で欠くことのできないも

のと認識しており、令和２年に札幌市文化財保存

活用地域計画を策定し、様々な取組を進めている

ところでございます。 

 今後の文化財の保存、活用に当たりましては、

札幌市地域文化財認定制度などを活用するととも

に、これまでの取組結果を検証し、令和６年度末

に向けて新たな計画を策定することとしておりま

す。これからも、文化財の価値が見いだされない

まま失われることのないよう、文化財の価値と魅

力を多くの市民と共有し、後世にしっかりと引き

継いでまいりたいと考えております。 

 次に、大きな６項目め、防災・雪対策について

の１点目の雪対策についてでございます。 

 昨年度は、令和３年度の大雪を踏まえ、積雪深

や気象予報、作業の進捗状況に応じた対策の実施

をあらかじめ定めるとともに、関係機関などと連

携し、大雪時における応援体制の確保に努めたと

ころでございます。 

 それを踏まえ、シーズン中には、気象状況や各

区の道路状況などを見極め、緊急除排雪実施本部

会議において排雪作業の前倒しなど適時判断した

ところであり、今後につきましても、大雪傾向が

見込まれる場合などには先手、先手の対応に努め

てまいります。 

 次に、大きな７項目め、清田区の諸課題につい

ての１点目の地下鉄東豊線の清田区延伸について

お答えをいたします。 

 地下鉄の延伸につきましては、将来需要が重要

であることから、今後の人口の推移や人の動き、

土地利用の状況などを十分に見極めた上で対応し

ていかなければならないと認識をしております。 

 一方、令和４年１月に札幌ドーム周辺地域にお

けるスポーツ交流拠点基本構想を取りまとめ、現

在、具体的な計画を検討しているところでござい

ます。地域交流拠点清田の将来のまちづくりも見

据えた地下鉄東豊線の延伸の可能性については、

今後の札幌ドーム周辺における土地利用の状況や

将来的な需要の推計等を踏まえて、総合的な検証

を行ってまいります。 

 次に、２点目の清田警察署の設置についてでご

ざいます。 

 清田区の安全で安心なまちづくりを進める上で

は、地域の実情にきめ細かに寄り添うことができ

るよう、警察署が行政区域内に設置されているこ
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とが非常に重要であると認識をしております。 

 今後も、清田警察署設置促進期成会の要望活動

に対する支援を継続するとともに、北海道警察・

札幌市行政連絡会議において警察署の早期設置を

望む地域の切実な声をしっかり伝えてまいりま

す。 

 私からは、以上でございます。 

○議長（飯島弘之） 檜田教育長。 

○教育長（檜田英樹） 私からは、大きな５項目

め、教育環境等の推進、充実についてお答えをい

たします。 

 まず、１点目、学校トイレのさらなる洋式化に

ついての現状認識及び今後の対応についてでござ

いますけれども、学校のトイレにつきましては、

近年の新・改築時におきまして全てのトイレを洋

式としてきたほか、既存の学校についても洋式ト

イレのみで必要な数を満たすよう取組を進めてき

たところであります。 

 一方で、児童生徒数の急増でありますとか普通

教室の配置などによりましてトイレが混雑する学

校があるということも承知をしており、今後は、

各学校の実情を把握した上でトイレ環境の整備を

進めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目、地域学校協働活動についてであ

りますけれども、将来の予測が困難な時代におき

まして、子どもたちが豊かな人生を切り開く力を

育むためには、学校だけではなく、様々な方々と

のつながりの中で学ぶ機会の充実を図っていくこ

とが、より一層重要であるというふうに認識をし

ております。 

 札幌市では、幅広い地域住民などの参画を通し

て、子どもたちが豊かに学び、そして、体験する

機会を提供するサッポロサタデースクールの事業

をこれまで実施してきており、今年度からは地域

学校協働活動推進事業として平日にも実施するな

ど、さらなる拡充を進めているところでありま

す。 

 今後は、現在策定中の第２期札幌市教育振興基

本計画の主要な取組にもコミュニティスクール

と、そして地域学校協働活動を位置づけまして、

子どもたちの声を受け止めながら一体的に推進

し、地域全体で子どもの学びや成長を支えてまい

ります。 

 以上でございます。 

 （山田洋聡議員「議長」と呼び、発言の許可を

求む） 

○議長（飯島弘之） 山田洋聡議員。 

○山田洋聡議員 ご答弁、ありがとうございま

す。 

 再質問の前に、月寒体育館について要望させて

いただきます。 

 さきの答弁では、月寒体育館の更新に係る候補

地は札幌ドーム周辺で検討していくとのことでし

た。一部、最終調整に入っているような情報も出

ておりますが、答弁の中には、まちづくりに連携

するという旨もございました。 

 月寒体育館は、札幌冬季オリンピック終了後か

ら数多くの国際大会、国内大会が行われていると

ともに、広く市民に一般開放され、多くの市民に

親しまれている施設であります。新施設は、通年

型アイスリンクとプロバスケットボールの基準を

満たして、コンサートなどの催しも可能な多目的

アリーナを備え、完成後は、さらに多くの市民が

親しみ、交流できる施設になると期待をしており

ます。まちづくりが、そのため、より重要になっ

てまいります。 

 私たち札幌市民、とりわけ清田区民にとりまし

ては、地下鉄50キロ構想に基づく清田区の延伸

は、清田区民50年来の悲願でありまして、新月寒

体育館につきましては、清田区側の、札幌ドーム

東側に整備してほしいと願っております。このこ

とを、札幌市としても認識した上で整備していく

ことを強く要望させていただきます。 

 再質問させていただきます。 

 ラピダスについてでございます。 

 調査を前倒しした件は評価をさせていただいて
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おりますが、ラピダス社などの動きは非常に速い

ものがありますので、本市としても、スピード感

を持って取り組むべきと考えております。 

 そこで、再質問ですが、行政として、ラピダス

社などの民間事業者のスピード感に合わせて積極

的に取り組んでいる姿勢を示すべきと考えますが

いかがか、伺います。 

○議長（飯島弘之） 答弁を求めます。 

 秋元市長。 

○市長（秋元克広） 今ご質問にありましたよう

に、ラピダス社の動きは大変速いものがございま

す。こういった民間の動きに連動して、関連の企

業の進出、こういったようなこともいろいろな意

向が出てきている状況であります。 

 そういう中で、苫小牧から石狩までの道央圏に

おけるこのラピダス社の進出に伴う様々な企業進

出、こういったものに札幌市としてもしっかり対

応していけるように、ご質問にあったような形で

スピード感を持って取り組んでまいりたい、この

ように思っております。 

 以上であります。 

○議長（飯島弘之） ここで、およそ20分間休憩

いたします。 

 ―――――――――――――――――――― 

      休 憩 午後３時16分 

      再 開 午後３時40分 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） これより、会議を再開しま

す。 

 代表質問を続行します。 

 森 基誉則議員。 

 （森 基誉則議員登壇・拍手） 

○森 基誉則議員 連日の代表質問でお疲れとは

存じますが、オーラスです。30分間、お付き合い

をどうぞよろしくお願いします。（拍手） 

 私も、他の新人議員と同様、議員になる思いと

いうのはたくさんあったんですが、何せ30分とい

う時間がかつかつなため、早速、本題に入らせて

いただきます。 

 私は、民主市民連合を代表して、今定例会に秋

元市長が提案されました予算案、諸議案並びに市

政の諸課題について、順次、質問してまいりま

す。 

 初めに、プラスチック資源循環促進法への今後

の対応について伺います。 

 プラスチックは、現代社会に必要不可欠な素材

の一つですが、海洋プラスチックごみ問題、気候

変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対

応が必要となっています。 

 こうした世界の趨勢を背景に、プラスチック資

源循環促進の重要性が高まり、我が国では、2022

年４月にプラスチックに係る資源循環の促進等に

関する法律が施行されました。この法律では、市

町村に対し、製品プラスチックの分別収集と再商

品化することを求めており、リサイクルの方法と

して、国が指定した法人に引き渡す方法と、国の

認定を受け、リサイクル事業者に直接引き渡す方

法を定めています。 

 法律施行から１年が経過し、2023年度から実際

に製品プラスチックの回収に取り組み始めた自治

体が出てきており、政令指定都市の中では、京都

市と仙台市が、容器包装プラスチックに加え、今

年４月から製品プラスチックも一括して回収し始

めました。京都市では、容器包装プラスチックの

選別で使用した二つの市有施設のうち、一つを民

間に委託することで処理能力の向上と、経費を削

減した上で、国が指定した法人に引き渡す方法で

リサイクルしています。一方、仙台市は、容器包

装プラスチックと製品プラスチック両方のリサイ

クルに対応可能な事業者の工場が仙台市内にあっ

たことから、国の認定を受けた上でリサイクル事

業者に直接引き渡す方法です。 

 このように、一部の自治体では今年度から製品

プラスチックの回収に取り組み始めていますが、

既存の収集体制や選別施設等の設備の状況、市内

または近隣に対応可能なリサイクル事業者がある
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かなど、自治体それぞれで置かれている環境が異

なることから、単純に比較することは難しいかと

思います。 

 今年の第１回定例市議会の予算特別委員会にお

いて、我が会派からの質問に対し、製品プラス

チックに限定したモデル事業について検討してい

きたいと答弁があったところですが、今年10月か

ら厚別区の一部地域を対象に試行調査が実施され

ます。 

 一方、本市の一般廃棄物処理基本計画である新

スリムシティさっぽろ計画では、ごみの発生・排

出抑制であるリデュースと再使用であるリユース

の２Ｒ、この２Ｒを重点的に取り組むとしてお

り、製品プラスチックのリサイクルに向けた検討

を進めると同時に、プラスチックごみの減量に向

けた市民理解の促進にも引き続き取り組んでいく

ことが重要であると考えます。 

 そこで、質問ですが、プラスチック資源循環促

進法に定める製品プラスチックの分別収集と再商

品化について、今後どのように対応していくの

か、伺います。 

 次に、さっぽろヒグマ基本計画2023に基づく取

組について伺います。 

 ここ数年、札幌市内におけるヒグマの出没件数

は毎年150件を超えていますが、今年度は８月末

時点で144件の出没情報がありました。市街地に

出没するケースも見られ、2021年は東区の住宅

街、2022年は札幌ドームの敷地内など、これまで

出没が確認されていなかった地域でもヒグマが出

没するようになっています。 

 また、今年度は、西区西野や南区藻岩下及び北

ノ沢等に出没しております。直近では、熊の目撃

が相次いでいた南沢で、25日、高校が臨時休校と

なるなど影響が広がりましたが、このヒグマは地

元猟友会のハンターによって駆除されました。ヒ

グマを駆除したのは、７月の北ノ沢以来、今年３

回目となります。 

 このような中、本市では、今年３月、さっぽろ

ヒグマ基本計画2023を策定しました。この計画で

は、市街地にヒグマが出没する大きな要因とし

て、ヒグマの生息域である森林と人口密度の高い

市街地が広範囲で接している札幌の特性を挙げて

います。さらに、人口減少や高齢化の進行に伴

い、緩衝帯の役割を果たしてきた市街地周辺の農

地面積が減少する傾向は今後も続き、人とヒグマ

の距離がますます近くなっていくことが懸念され

ます。また、ヒグマの体毛等のＤＮＡ分析や自動

撮影カメラによる生息状況調査の結果から、市街

地近郊の森林に複数の雌熊が定着していること、

2015年と比較して、2020年には分布が拡大したこ

となどが分かっています。 

 このため、同計画では、人の生活圏とヒグマの

生息域の間に緩衝帯を設けて管理するゾーニング

管理の概念を導入し、札幌市域を四つのゾーンに

分けて、各ゾーンに応じたヒグマ対策を実施して

いくこととしています。また、本計画では、新た

に都市近郊林ゾーンが設けられ、これまで以上に

人の生活圏とヒグマの生息域をしっかりと分けて

いますが、市民が安全に安心して暮らしていける

方策を進めることが重要です。 

 本市では、ヒグマを市街地に出没させない対策

として、草刈り活動やごみ拾い活動に取り組んで

きました。ヒグマ対策として有効である草刈り活

動は、今年も南区を中心に地域住民や学生が主体

となって実施されています。こうした活動には、

市の担当者も参加し、草刈り道具の貸出しを行う

など、行政と地域が共に行動する姿が報道でも取

り上げられています。 

 同計画で掲げるヒグマについて考え、行動する

市民の意識を醸成するという基本目標の達成に向

けては、札幌市や北海道などの行政機関だけでな

く、専門家、関係事業者や環境ＮＰＯ等の団体、

市民がそれぞれ主体となり、取り組んでいく必要

があります。特に、市民がヒグマの習性を理解し

ながら、草刈りや山道のごみをなくすなどの機会

を増やし、ヒグマを市街地に出没させない取組を
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充実させていくことが重要と考えます。 

 そこで、質問ですが、現在のヒグマの出没状況

を踏まえ、今後、基本目標にも掲げている市民意

識の醸成をどう進めていくのか、認識を伺いま

す。 

 次に、円山動物園の魅力を高める運営について

伺います。 

 札幌市は、動物園が野生動物の保全を通じて生

物多様性の保全に寄与する施設であるという動物

園のあるべき姿を明確にした札幌市動物園条例を

去年６月に制定し、この条例の趣旨を踏まえ、良

好な動物福祉の確保の取組を強化しています。 

 これまでの取組が実を結び、８月19日にはアジ

アゾウの子どもが生まれ、９月15日に展示も始ま

りました。アジアゾウの出産は道内で初めてで、

飼育員が柵越しに健康管理などを行う準間接飼育

という方法で飼育されたアジアゾウの出産は、国

内初とのことで注目を浴びています。加えて、こ

の秋にはライオンがやってくることも決まり、円

山動物園のさらなる活性化につながることが期待

されます。 

 円山動物園では、去年、新たに仲間入りしたア

ムールトラや肉食動物に対して、捕獲された野生

動物の肉を骨や皮がついたまま餌として与える屠

体給餌に取り組んでいるほか、現在建設中の新オ

ランウータン館においても、オランウータンが野

生本来の能力や行動を発現できるよう様々な工夫

がされていると伺っています。これからの動物園

は、飼育動物の生き生きとした暮らしを守りなが

ら、野生動物が存続できるような環境づくりや繁

殖の取組を充実させていくことが重要です。 

 また、動物を飼育する職員は、人工的な飼育環

境の中で、動物たちがもともと持っている能力を

発揮させるための取組である環境エンリッチメン

トの工夫をするなど、日々、大変な努力をされて

いることは、会派としても評価をしております。 

 今後も、動物福祉の一層の向上に向けて、新た

な動物を迎える際には、適時適切な施設改修にも

取り組んでいただきたいと思います。 

 一方、近年、秋から翌春にかけて鳥インフルエ

ンザが猛威を奮っており、道内でも養鶏場が大き

な被害を受けました。貴重な野生動物を飼育する

円山動物園においても、鳥インフルエンザ対策に

は非常に神経を使っていると承知しています。 

 そうした中、現在、北海道大学の研究チーム

が、円山動物園で飼育されている絶滅危惧種の鳥

が感染した場合に、ヒト用のインフルエンザ治療

薬を投与できるのかを調べるという、全国でも例

のない治験が進められています。自然と人が共生

する社会をつくり育てるという動物園条例の理念

に基づいた取組、これを積極的に推進することが

求められています。 

 そこで、質問ですが、動物園条例制定後の円山

動物園の魅力を高める運営についてどのように考

えているのか、伺います。 

 次に、医療的ケア児への支援について伺いま

す。 

 我が会派は、これまで、医療的ケア児の学習権

の保障や保護者の負担軽減等に向けて、医療、保

健、福祉、教育、労働の５領域における各分野の

連携を強化し、社会全体で切れ目のない支援が行

える仕組みづくりの必要性を提言してきました。 

 本市においては、2016年の児童福祉法改正や我

が会派の提言を受け、アクションプラン2019にお

いて、札幌市医療的ケア児支援検討会で継続的に

議論されてきた支援策の具体化が図られ、先進的

な取組を進めてきたことを評価しております。 

 2022年度からは、特別支援学校で、保護者が、

常時、学校で待機しなければならない状況が改善

されたり、地域の学校への看護師配置が段階的に

拡充し、学校種に限らず看護師を配置する体制が

整いました。さらに、今年度からは、市立幼稚園

に看護師配置を開始させるなど、合理的配慮の提

供が進んできています。 

 一方、国においては、永田町子ども未来会議で

の議論を経て、2021年６月に医療的ケア児及びそ
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の家族に対する支援に関する法律が成立しまし

た。同法においては、地方公共団体の責務が明記

され、保育や教育等においての適切な支援を行う

ことや、「医療的ケア児の健やかな成長を図ると

ともに、その家族の離職の防止に資し、もって安

心して子どもを生み、育てることができる社会の

実現に寄与すること」が目的として示されまし

た。 

 しかし、この法律を受けて2022年６月に設置さ

れた北海道医療的ケア児等支援センターには、保

育園の体制が整わず、仕事に復帰できない、学校

管理下外で預かる体制が十分に整っていないな

ど、保護者からの相談が多数寄せられていると聞

いています。 

 本市においては、2019年度から公立保育所であ

る区保育・子育て支援センターちあふるにおいて

医療的ケア児保育モデル事業を開始しています。

しかし、アクションプラン2019において、５施設

で受入れ体制を整えるとしていたところ、実際に

入所しているのは３施設にとどまっています。そ

の要因として、職場や住居に近い場所での保育環

境の提供ができていないことや、保育受入れ時間

が短いなど、利用者ニーズに十分な対応ができて

いないことが課題として挙げられます。 

 また、本市は、医療的ケア児を受け入れている

私立保育所等に対して看護師配置に係る費用の補

助を実施していますが、この補助制度の周知や北

海道医療的ケア児等支援センターといった相談機

関があることなど、情報の周知をしっかりと行う

必要があると考えます。 

 また一方で、医療的ケア児を受け入れるに当

たっては、長時間となる保育時間における看護師

の確保の問題やノウハウが十分にないなど、不安

を感じるという声もあります。こうした課題の解

決には、各局が持つ医療的ケア児への支援のノウ

ハウを共有しつつ、個々の状況に即した切れ目の

ない支援を行うという観点に立ち、子どもを預け

る保護者のみならず、保育所等も安心して受け入

れることのできる環境を整備していくことが必要

です。 

 今年11月には、医療的ケア児者を応援する市区

町村長ネットワークが発足予定であり、秋元市長

も発起人の一人として名を連ねています。ぜひ、

本市の先進的な取組や課題を医療的ケア児・者支

援に思いを持つ全国の市区町村と共有し、国にも

現場の声を伝えるなどの行動を進めながら、本市

が率先して医療的ケア児・者やその家族が安心し

て暮らせるまちになることを期待しているところ

です。 

 そこで、質問ですが、医療的ケアを要する乳幼

児を持つ保護者が安心して就労などの日常生活を

送るために、公立保育所等での受入れ環境を今後

どのように整えていくのか、伺います。 

 次に、多文化共生社会の形成に向けた取組につ

いて伺います。 

 近年、グローバル化や外国人材の拡大などによ

り、日本に在住する外国人の人数が増加し、国籍

や民族などの異なる一人一人が互いに違いを認め

合い、地域社会の構成員として生きていく多文化

共生社会の実現が求められています。 

 我が会派は、これまでも、本市の外国人市民の

労働や生活の支援等について提言し、2023年第１

回定例市議会の代表質問においては、多文化共生

社会の実現に向けた本市の考えや取組についてた

だしました。 

 本市の外国人市民は、2022年４月に１万3,095

人でしたが、今年９月時点で１万6,852人と増加

を続けており、国籍についても中国、韓国、ベト

ナム、次いでミャンマー、インドネシアなど多岐

にわたります。 

 外国人市民の人口が増加する傾向は中長期的に

続くことが予想される一方で、少子高齢化に伴う

生産年齢人口の減少は加速しております。加え

て、働き方改革に伴う2024年問題などが迫る中、

様々な分野における労働力不足が深刻化していま

す。 
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 政府は、こうした課題の対策として、2019年に

新たな在留資格、特定技能を創設し、人手不足が

顕著な12の産業分野における外国人の雇用が認め

られました。 

 また、2019年当初から働く特定技能１号の取得

者の在留期限が2024年で終了することから、さら

なる外国人材の受入れを拡充するため、今年６

月、熟練した技能を要する特定技能２号の対象分

野拡大を閣議決定しました。これにより、特定技

能１号の対象となる全ての分野で長期就労が可能

となり、より多くの外国人労働者が在留期限を切

られずに日本に滞在できるほか、家族の帯同も可

能になりました。 

 この制度により、本市においても、幅広い分野

で働く外国人市民や、これまで家族と離れて暮ら

していた方も、配偶者や子どもと一緒に生活する

ケースが増えることが想定されます。今後も、本

市で暮らす外国人労働者が適正な労働環境の下で

安心して働けるよう支援することに加え、留学、

就労、国際業務や結婚などにおいて、外国人市民

が国籍や民族にかかわらず社会参画できるよう、

幅広くかつ細やかにサポートしていくことが必要

です。そのためには、私たち札幌市民が外国人市

民を地域社会の一員として受け入れ、同じ社会で

共に暮らしていくという意識を育むことが不可欠

です。 

 市長は、先般の選挙公約において、共生社会の

実現を掲げるとともに、札幌に住む外国人の孤立

防止と暮らしの不安解消を図るとしています。ま

た、今年度内には（仮称）多文化共生・国際交流

基本方針が策定される予定であり、コミュニケー

ション支援や生活支援のほか、日本人も含めた市

民全体の多文化共生意識の醸成に取り組む方向性

が打ち出されるなど、外国人施策の充実が期待さ

れるところです。 

 我が会派としても、多文化共生の形成に向け

て、基本方針の対象期間10年間の中でしっかりと

取り組むことが重要と考えます。 

 そこで、質問ですが、多文化共生社会の形成に

向けて今後どのように取組を進めていくのか、伺

います。 

 次に、ポップカルチャーを活用した取組の推進

方法に関連して、２点伺います。 

 まず、１点目は、多様な主体との連携について

です。 

 大衆向けの文化全般を表すポップカルチャー

は、具体的に漫画やアニメ、ゲーム等を指してお

り、現在では伝統文化と並ぶ日本を代表する文化

の一つとなっています。海外では、アニメや漫画

は日本の文化芸術として高い評価を得ており、日

本動画協会の発表によると、2021年の世界の日本

アニメ市場が２兆7,422億円であるとのことでし

た。コロナ禍で落ち込むことはあっても、市場規

模は拡大傾向にあり、３兆円に近づきつつありま

す。 

 国内のみならず、海外からも注目度が高い日本

の漫画やアニメですが、昨年度に本市が実施した

図書（マンガ）を核としたライブラリー、ミュー

ジアム及びビジネスの展開に関する可能性調査に

おいて、ポップカルチャーを活用したまちづくり

には多くの可能性やポテンシャルが秘められてい

ることが示唆されました。この可能性調査では、

市民の生涯学習、課題解決支援のためのライブラ

リー機能、漫画の保存と活用及び国内外からの旅

行者に地域の魅力を伝えるミュージアム機能、そ

して、ビジネス創出や産業振興のためのビジネス

機能という三つの機能を併せ持ち、連携させるこ

とが提案されています。市長も、公約において、

漫画やアニメなどのポップカルチャーを活用した

取組を進めると掲げており、今後の本市の取組に

大いに期待するところです。 

 札幌市では、まちづくりを進める上で、市民、

企業、各種団体、行政など関係する様々な主体が

それぞれの持つ力を発揮しながら連携して進める

こととしており、ポップカルチャーを活用した取

組においても、多様な主体が連携することでより
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効果的に推進できるものと考えます。例えば、漫

画、アニメに関連した大規模イベントの開催な

ど、ビジネス機能の推進を考える際にも民間企業

の活力を生かした事業展開が不可欠です。 

 しかし、漫画やアニメは著作権を伴うものであ

り、漫画家を含めて権利を持つ各方面の方々から

理解を得て協力関係を築いていかなければ、多様

な主体と連携して推進することは難しくなりま

す。その点において、本市が北海道マンガミュー

ジアム構想に賛同する北海道ゆかりの一部の漫画

家の方々から協力体制を得られているということ

は、今後、事業を推進していく上で既に優位な状

況にあると考えられます。 

 そこで、質問ですが、多様な主体による連携を

掲げる札幌市として、今回のポップカルチャーを

活用した取組をどのように進めていくつもりか、

伺います。 

 ２点目は、ポップカルチャーの推進拠点につい

てです。 

 現在、本市は、観光消費単価の伸び悩みや、観

光需要の時期による繁閑差などの課題があり、今

後は、食や自然だけではない、札幌、北海道の魅

力発信や高付加価値の商品、サービスの提供、観

光客の滞在日数の長期化等の取組に注力していく

必要があります。適切な事業スキームを構築した

上で、京都市や北九州市にあるような漫画ミュー

ジアム施設が本市にできれば、観光誘致や産業振

興にとどまらない大きな効果を生み出す可能性が

あると考えます。 

 例えば、スポーツにおいては、国内でのスポー

ツの盛り上がりを語る上で、それぞれの競技を取

り上げた漫画の存在は無視できません。「キャプ

テン翼」のサッカーや「スラムダンク」のバス

ケットボールなど、スポーツの機運を高めた漫画

の事例は枚挙にいとまがありません。これらの漫

画やアニメは、それぞれのスポーツを頑張ってい

る選手たちの心のよりどころであったり、競技を

始めるきっかけにもなっています。ミュージアム

施設で取り上げる作品によっては、こういったス

ポーツのファンも訪れる可能性を秘めており、逆

に、ミユージアム施設で知った作品のスポーツに

挑戦してみたいと思う人たちも出てくる可能性が

あります。 

 そこで、質問ですが、札幌市が取組を進める上

で、ポップカルチャーの推進拠点となる施設の設

置についてどのように考えているのか、伺いま

す。 

 最後に、さっぽろ雪まつりについて伺います。 

 観光は、本市の経済や雇用に寄与する役割が大

きく、その指標の一つである総観光消費額は、

2018年度には5,780億円に達していました。しか

し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受

け、さっぽろ雪まつりをはじめとした大型観光イ

ベントの開催中止や規模縮小、また、本市全体の

経済活動の停滞も相まって、2021年度は2,183億

円にとどまり、大幅な減少を余儀なくされまし

た。 

 このように本市の観光にとっては厳しい状況が

続いていましたが、我が会派では、去年の第４回

定例市議会の代表質問で雪まつりの開催意義につ

いて質問し、官民を挙げて３年ぶりの会場での開

催を実現し、札幌観光が本格的に動き出すことを

国内外に発信し、冷え込んだ経済の回復に向けた

起爆剤としたいという答弁を受けました。 

 実際、今年の大通会場の来場者数は175万人

と、直近のリアル開催であった2020年の158万人

を上回り、国内外の多くの観光客に夢と感動を与

え、ホテル等の宿泊施設や飲食店など様々な事業

者に大きな経済効果をもたらしました。国内外か

ら多くの観光客を呼び込むことができる本市最大

の観光イベントである雪まつりのリアル開催は、

まさに札幌観光再始動の象徴であったと思いま

す。 

 2024年の雪まつりの開催概要が今年７月に発表

されましたが、大通会場に再び５基の大雪像が設

置され、つどーむ会場や国際雪像コンクールが４
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年ぶりに再開されるという内容はポジティブに受

け止めており、観光関連事業者は特に大きな期待

を寄せているものと思います。 

 加えて、大通２丁目会場が６年半ぶりに開催さ

れる札幌国際芸術祭2024の会場の一つとなること

も注目されています。この会場では、実験区とし

て、今後の札幌における冬の暮らしや楽しみ方を

アートを介して模索するとのことで、札幌の冬の

未来像を共有する意味でも、雪まつり会場で実施

されることは意味があるものと考えています。 

 つどーむ会場については、会期が従前の12日間

から８日間に短縮され、大通会場と同様の期間と

なりました。同会場は、屋外に設置された滑り台

や遊び場、市民がつくった雪像など、子どもから

大人までが楽しめると評価を受けていました。 

 世界的な物価高騰、労務単価の上昇などの影響

で、４年ぶりの再開を従前の規模で実現すること

は難しいものであったとは思いますが、評価が分

かれるところだとも感じています。 

 また、気候の面から見ますと、直近10年間の平

均年間降雪量は約420センチとなっており、年間

５メートル以上あった降雪量は減少傾向にあるよ

うに見えます。将来の雪まつりに向けては、この

ような新たな課題にも対応していくことが求めら

れると考えます。 

 雪まつりは、もともと、戦後の暗い雰囲気を吹

き飛ばし、厳しい冬の寒さを乗り越えるための市

民イベントでした。地元の中・高校生が制作した

６基の雪像から始まり、様々な困難を乗り越えて

世界的なイベントまで成長し、今日に至っていま

す。こうしたスピリットの象徴として、雪まつり

は後世に継承し、さらに発展させていく必要があ

ると考えます。 

 そこで、質問ですが、雪まつりを将来にわたり

持続可能なイベントにしていくため、札幌市はど

のように考えているのか、伺います。 

 これで、私の質問の全てを終了いたします。ご

清聴、ありがとうございました。（拍手） 

○議長（飯島弘之） 答弁を求めます。 

 秋元市長。 

○市長（秋元克広） 全体で７項目にわたり、ご

質問をいただきました。私からは、３項目めの円

山動物園の魅力を高める運営についてと、５項目

めの多文化共生社会の形成に向けた取組について

お答えをさせていただきます。その余のご質問に

対しましては、町田副市長、石川副市長からお答

えをさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず、３項目めの円山動物園の魅力を高める運

営についてお答えをいたします。 

 動物園条例は、野生動物を保全し、自然と人が

共生できる社会の実現に寄与することを目的とし

ており、この目的の実現を目指し、生物多様性の

保全に向けた取組を道内及び市内の動物園、水族

館と連携して推進していくことが重要であると認

識をしております。 

 このため、特に優先すべき取組として、動物園

における良好な動物福祉の確保が展示の魅力を高

めることにつながると考えていることから、一層

の動物福祉向上のため、施設の改修を含めた飼育

環境の工夫等を進めていく考えであります。さら

に、アジアゾウのパールが無事に子どもを出産し

た経験を生かして、それぞれの動物に適した環境

づくりや種の保存などの取組を強化していく必要

があると考えております。 

 今後も、市民をはじめ、多くの人々に愛され、

足を運んでいただけるよう、動物園応援基金など

への市民、企業からの支援もいただきながら、円

山動物園の魅力をしっかりと高めてまいります。 

 次に、５項目めの多文化共生社会の形成に向け

た取組についてであります。 

 本市に住む外国人の数は、過去10年間で２倍近

くに増加をしており、今後も増加が続くと予想さ

れますことから、国籍にかかわらず、誰もが安

全・安心に暮らせる環境づくりが急務と考えてお

ります。とりわけ、家族も含めた全ての外国人が



速報版 

- 32 - 

不安なく生活することができるよう、日本語学習

をはじめとしたコミュニケーション支援や、子育

て、就学などのライフステージに応じたきめ細や

かな支援を行っていくことなどが求められている

と認識をしております。 

 本市に住む外国人のニーズに沿って、必要な取

組を着実かつスピード感を持って進めるととも

に、企業や大学、市民団体など様々な主体と手を

携えながら、社会全体で多文化共生に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 私からは、以上です。 

○議長（飯島弘之） 町田副市長。 

○副市長（町田隆敏） 私からは、大きな４項目

め、医療的ケア児への支援について、６項目め、

ポップカルチャーを活用した取組の推進方法につ

いての二つについてお答え申し上げます。 

 まず、大きな４項目め、医療的ケア児への支援

についてでございますが、医療的ケア児を乳幼児

の時期から切れ目なく支援できる体制を整えるこ

とは、その子どもの心身の成長や、保護者が安心

して子育てをする上で大変重要なことと認識する

ところでございます。 

 これまで、看護師配置等に対する補助制度の創

設のほか、区保育・子育て支援センターちあふる

でのモデル事業によりノウハウを蓄積し、課題を

検証してきているところでございます。今後、ち

あふるにおける実施数や受入れ時間を拡大すると

ともに、専門機関と連携して保育所等に対する研

修や相談体制の充実を図るなど、子どもを安心し

て預けられる環境づくりに努めてまいりたいと考

えるところでございます。 

 次に、大きな６項目め、ポップカルチャーを活

用した取組の推進方法についての１点目、多様な

主体との連携についてでございますが、本事業

は、作家や出版社のほか、コンテンツビジネス、

商品開発・販売、イベントなどに関わる民間企

業、さらに人材育成の観点も含めて、ポップカル

チャーを学術的な面から研究する大学などとの連

携が不可欠と認識するところでございます。 

 今年度の実証事業におきましても、民間と連携

した進め方を試行的に実施し、検証を進めていく

ところでございまして、どのような事業スキーム

が最善であるかを検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、ポップカルチャーの推進拠点についての

ご質問でございますが、施設の設置ありきではな

く、実証的な事業を進め、様々な関係者との協力

関係を築く中で、札幌独自の在り方、札幌ならで

はの在り方を追求し、多くの関係者の皆様の考え

をまとめ上げていくという形で施設の必要性も検

討してまいりたいと考えております。 

 私からは、以上でございます。 

○議長（飯島弘之） 石川副市長。 

○副市長（石川敏也） 私からは、大きな１項目

め、プラスチック資源循環促進法への今後の対応

について、そして、２項目め、さっぽろヒグマ基

本計画2023に基づく取組について、そして、７項

目め、さっぽろ雪まつりについてご答弁を申し上

げます。 

 まず、大きな１項目め、プラスチック資源循環

促進法への今後の対応についてであります。 

 製品プラスチックの収集と再商品化の実施に向

けましては、経費負担や回収体制など解決すべき

課題が多いことから、様々な検証を踏まえ、最善

の方策を検討していくことが必要であると認識を

いたしております。 

 このため、他自治体の検討状況についてヒアリ

ングを行いますとともに、今年度、2,000世帯を

対象に厚別区の地区リサイクルセンターで回収す

るモデル事業を実施しまして、それらの結果を踏

まえ、さらなる検証の必要性も含め、今後の具体

的な取組について検討を進めてまいります。 

 あわせて、プラスチックごみ自体を減らしてい

くことも重要でありまして、リデュース、リユー

スの２Ｒの推進に向けまして、引き続き市民理解

の促進にも取り組んでまいります。 
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 次に、大きな２項目め、さっぽろヒグマ基本計

画2023に基づく取組についてであります。 

 計画で掲げる人とヒグマのすみ分けを実現する

ためには、行政が施策を行っていくだけではな

く、市民一人一人がヒグマの問題を考え、行動し

ていく意識の醸成が不可欠であります。 

 ご指摘にございました草刈り活動やごみ拾い、

放棄果樹の伐採など、環境整備につきましては、

地域の方々の理解と協力が必要でありまして、南

区では、学生や町内会の協力の下、毎年、恒例の

行事として地域に定着した取組も行われていると

ころでございます。 

 今後は、より多くの市民が活動に参加できます

よう働きかけを工夫していくとともに、ワーク

ショップやヒグマ講座等を活用しながら、札幌市

のヒグマ対策に関する市民の理解を一層深めてま

いりたい、このように考えております。 

 次に、大きな７項目め、さっぽろ雪まつりにつ

いてであります。 

 さっぽろ雪まつりは、観光閑散期である冬期間

に200万人を超える市民、観光客が訪れる、札幌

市にとって欠かせない観光コンテンツであると認

識をいたしております。 

 このイベントを後世に継承していくためには、

引き続き、多くの観光客に来ていただくことに加

えまして、市民にも楽しんでいただくことが重要

であり、これまでも、プロジェクションマッピン

グの導入や体験型アトラクションの拡充など、時

代のニーズに合わせて変化させてきたところであ

ります。 

 今後も、デジタル先端技術との融合や芸術分野

との連携、さらには、様々な雪遊び体験の提供な

どによりまして新たな魅力を創出し続けるととも

に、環境にも配慮した会場づくりを進め、持続可

能なイベント運営を目指してまいります。 

 私からは、以上であります。 

○議長（飯島弘之） 以上で、代表質問は全て終

了しました。 

 （伴 良隆議員「議長」と呼び、発言の許可を

求む） 

○議長（飯島弘之） 伴 良隆議員。 

○伴 良隆議員 特別委員会設置及び委員会付託

の動議を提出いたします。 

 ただいま議題とされております議案23件のう

ち、令和４年度決算に関わる議案については、委

員34人から成る第一部決算特別委員会及び委員33

人から成る第二部決算特別委員会を設置し、お手

元に配付の議案付託表のとおり両特別委員会に、

また、その他の議案については、同表のとおり関

係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める

動議であります。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） ただいまの伴議会運営委員

長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、

本動議を直ちに問題とし、採決を行います。 

 動議のとおり決定することにご異議ございませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま議題とされております議

案23件のうち、令和４年度決算に関わる議案につ

いては、委員34人から成る第一部決算特別委員会

及び委員33人から成る第二部決算特別委員会を設

置し、お手元に配付の議案付託表のとおり両特別

委員会に、また、その他の議案については、同表

のとおり関係の常任委員会にそれぞれ付託されま

した。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） ここで、日程に追加して、

ただいま設置されました第一部・第二部決算特別

委員会の委員の選任を議題といたします。 

 本件につきましては、お手元に配付の委員名簿

のとおり指名することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員名簿のとおりそれぞれ選任さ

れました。 
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 なお、両特別委員会における発言のための委員

交代は、先例によりまして、両特別委員長の許可

を得た上で行っていただくようお願いいたしま

す。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） さらに、日程に追加して、

第一部・第二部決算特別委員会の委員長の選任を

議題といたします。 

 （伴 良隆議員「議長」と呼び、発言の許可を

求む） 

○議長（飯島弘之） 伴 良隆議員。 

○伴 良隆議員 第一部・第二部決算特別委員会

の委員長の選任につきまして、指名推選の動議を

提出いたします。 

 第一部決算特別委員長に松原淳二議員を、第二

部決算特別委員長に丸山秀樹議員をそれぞれ選任

することを求める動議であります。（「賛成」と

呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） ただいまの伴議会運営委員

長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、

本動議を直ちに問題とし、採決を行います。 

 動議のとおり決定することにご異議ございませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、第一部決算特別委員長に松原淳二

議員が、第二部決算特別委員長に丸山秀樹議員が

それぞれ選任されました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） お諮りします。 

 本日の会議はこれで終了し、明日９月29日から

10月３日までは委員会審査等のため休会とし、10

月４日午後１時に再開したいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（飯島弘之） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――――― 

○議長（飯島弘之） 本日は、これで散会いたし

ます。 

 ―――――――――――――――――――― 

      散 会 午後４時21分 

 


